
第78回
定時株主総会招集ご通知

議 案 第1号議案  取締役８名選任の件
第2号議案  監査役3名選任の件
第3号議案  補欠監査役1名選任の件

2023年6月27日（火曜日） 午前10時日 時
大阪市北区梅田二丁目4番9号
ブリーゼタワー7階
サンケイホールブリーゼ

場 所 当社ウェブサイト：
https://www.nipponham.co.jp/ir/
events/generalmeeting/

※ 本定時株主総会において、お土産のご用
意はございません。

※ 本定時株主総会において、お土産のご用
意はございません。

インターネット又は書面による議決権行使期限
2023年6月26日（月曜日）午後5時

株主総会のご出席に際しましては、株主総会開催日時
点での状況やご自身の体調をご確認のうえ、適切にご
判断賜りますようお願い申し上げます。なお、今後株
主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社
ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

証券コード  2282
日本ハム株式会社
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株主の皆様へ

https://www.nipponham.co.jp/
ir/events/generalmeeting/

日本ハム株主総会 検 索

⃝�電子提供措置事項のうち、以下につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付す
る書面には記載しておりません。� �
従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象
の一部であります。

　　①事業報告の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況・会社の支配に関する基本方針
　　②連結計算書類の連結持分変動計算書・連結注記表
　　③計算書類の株主資本等変動計算書・個別注記表
⃝�電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

⃝�決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載さ
せていただきます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置に伴うウェブサイト記載事項等

代表取締役社長

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
本年4月1日付にて社長を拝命しました井川伸久でございます。
ここに、当社第78回定時株主総会招集ご通知をお届け申し上げます。
近年の世界的な人口増加、気候変動等による地球環境問題の深刻
化など食の安定供給を脅かしかねない未曾有の変化に直面すると
ともに、原燃料や飼料価格の高騰、国内外の人件費高騰など、事業
環境はより一層厳しくなっています。そのような環境においても、生
きる力となるたんぱく質を安定的にお届けすることが、食のインフラ
を担う日本最大級のたんぱく質供給企業としての当社グループの
社会的使命と考えています。スピード感と覚悟をもってビジネスモ
デルの構造改革を進めることで、企業価値を高めてまいります。同
時に、植物由来たんぱく質商品の拡充や細胞性食品といった新たな
たんぱく質の実用化、持続可能な畜産業の実現、地球環境の保全な
どの社会課題の解決に向けて着実に取り組みます。そして、人的資
本政策を強化し、個と組織の成長を支援する人財育成と多様な個
が生き生きと活躍できる環境の構築を進め、2030年のありたい姿
として策定した「Vision2030」“たんぱく質を、もっと自由に。”の実
現に邁進してまいります。
第78期の業績につきましては、売上高は食肉相場の高騰により増
収となりましたが、事業利益は原材料価格やエネルギー価格の高騰
の影響が大きく減益となりました。4月からスタートした第79期にお
いては、新しいステージを目指す助走期間と位置づけ、収益性の回
復を図っていく所存です。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

2023年６月
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証券コード　�2282
2023年６月５日

株　主　各　位
大阪市北区梅田二丁目４番９号

代表取締役社長 井　川　伸　久
第78回定時株主総会招集ご通知

拝啓　株主の皆様には格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに
電子提供措置事項を掲載しております。
　　当社ウェブサイト　https://www.nipponham.co.jp/ir/events/generalmeeting/
　電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとって
おります。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社
名）」に「日本ハム」又は「コード」に「2282」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR�
情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

　　東証ウェブサイト　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、
お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、３頁から４頁の「議決
権行使についてのご案内」に従って、2023年６月26日（月曜日）午後５時までに議決権を行使くだ
さいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時（受付開始予定時刻：午前９時）
２．場 所 大阪市北区梅田二丁目４番９号

ブリーゼタワー　７階　サンケイホールブリーゼ
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第78期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、

連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
２．会計監査人及び監査役会の第78期連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件� 以　上
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議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です）
ご自身の健康状態にご留意いただき、体調がすぐれない場合等にはご無理
をなさらず、ご来場を見合わせていただくことをご検討ください。

当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利
用いただき次頁をご参照のうえ、行使期限まで
に賛否をご入力ください。

郵送で事前に議決権をご行使いただけます。
同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入
のうえ、切手を貼らずにご投函ください。議決権
行使書面において、議案に賛否の表示がない場
合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。
（ご捺印は不要です）

インターネット又は書面により議決権行使される場合

株主総会にご出席の場合

議決権行使についてのご案内

（1）�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とし
て取り扱わせていただきます。

（2）�インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

株主総会開催日時 2023年 6月27日（火曜日）
午前10時 [受付開始予定時刻：午前9時]

行使期限

2023年 
6月26日（月曜日）
午後5時到着分まで

書面による議決権行使の場合
行使期限

2023年 
6月26日（月曜日）

午後5時締切

インターネットによる議決権行使の場合
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�インターネットによる議決権行使は、下記の事項をご確認のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
インターネットによる議決権行使のご案内

�議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

システムなどに関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 

 0120-173-027
（受付時間 9：00～21：00、通話料無料）

2023年6月26日（月曜日）　午後5時締切
（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します｡）議決権行使期限

機関投資家の皆様へ
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣ
Ｊが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方
法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

ご注意事項
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（イ
ンターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.

ログイン用
QRコード

〇年〇月〇日 〇〇〇〇個 第４号
第５号
第６号

賛
賛
賛

否
否
否

2.

3.

見本

見本

※�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み
取ってください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び
「仮パスワード」を入力。

議決権行使サイトにアクセスしてください。

「新しいパスワード」
を入力

「送信」をクリック

新しいパスワードを登録。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

1

2

3

4

1

2
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当日ご来場いただけない株主様にも株主総会の模様をご覧いただけるよう、以下のとおりインターネットで
ライブ配信いたします。

＜ライブ配信ご視聴にあたってのご注意事項＞
□　ライブ配信をご視聴される株主様は、当日会場にご出席いただく場合と異なり、当日の決議にご

参加いただくことができません。インターネット又は書面により事前の議決権行使をお願い申し
上げます（３頁から４頁をご確認ください）。また同様に、当日の審議の際にご質問及びご意見を
承ることができませんので、ご注意ください。

□　ご使用のパソコン及びインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけ
ない場合があります。

□　ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。
□　撮影、録画、録音、保存及びSNS等での公開はご遠慮ください。
□　株主ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
□　ご出席される株主様のプライバシーに配慮いたしまして、中継の映像は議長席及び役員席付近の
みとさせていただきます。

□　インターネット環境や機材トラブルその他の事情により、やむを得ずライブ配信ができない、ま
たは中断する場合があります。

1 以下のウェブサイトにアクセスしてください。

2  株主ID及びパスワードを入力する画面が表示されますので、以下の
株主ID及びパスワードをご入力ください。

3  画面上の注意事項をご確認いただき、「視聴する」ボタンをクリックし、
ご利用ください。

配信日時  2023年６月27日（火曜日）午前10時～株主総会終了時刻
� （配信ページは午前9時30分よりアクセス可能です。）
配信ウェブサイトURL　https://2282.ksoukai.jp

株主ＩＤ  お手元の議決権行使書用紙に記載されている株主番号（８桁の数字）
 ※議決権行使書用紙ご返送の前に株主番号をお控えください。
パスワード  お手元の議決権行使書用紙に記載されている郵便番号（ハイフンを除いた７桁の数字）

 ライブ配信に関する 
お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、右記の窓口へ 
お問い合わせください。

株主番号及び郵便番号について
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

0120-094-777
受付時間：平日午前９時～午後５時
　　　　　土日祝日等を除く

ライブ配信の視聴について
株式会社ブイキューブ

03-6833-6216
受付日時：６月27日（株主総会当日）
　　　　　午前９時～株主総会終了まで

株主総会ライブ配信のご案内
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（ご参考）議案のポイント

　取締役全員（８名）の任期満了に伴い、改めて取締役８名の選任をお願いするものであります。
第 1号議案　取締役 8名選任の件

候補者
番号 氏名 当社における地位 取締役会 

出席回数
監査役会 
出席回数

1 再任 田
た

　澤
ざわ

　信
のぶ

　之
ゆき

常勤監査役 18回／18回
（100％）

18回／18回
（100％）

2 再任 北
きた

　口
ぐち

　正
まさ

　幸
ゆき 社外

独立役員
社外監査役 18回／18回

（100％）
18回／18回
（100％）

3 新任 中
なか

　村
むら

　克
かつ

　己
み 社外

独立役員
ー ー

　監査役田澤信之氏、芝　昭彦氏及び北口正幸氏の任期満了に伴い、改めて監査役３名の選任をお願いするも
のであります。

第 2号議案　監査役 3名選任の件

　第２号議案において、補欠監査役中村克己氏を監査役候補者としたことにより、補欠監査役が欠員となります。法令に
定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、改めて補欠監査役として岡﨑　聡氏の選任をお願いするものであります。

第 3号議案　補欠監査役 1名選任の件

候補者
番号 氏名 当社における地位及び担当 取締役会出席回数

1 再任 木
き

　藤
とう

　哲
てつ

　大
ひろ

取締役会長�取締役会議長 18回／18回
（100％）

2 再任 井
い

　川
かわ

　伸
のぶ

　久
ひさ

代表取締役社長（社長執行役員） 18回／18回
（100％）

3 再任 前
まえ

　田
だ

　文
ふみ

　男
お 取締役（常務執行役員）

食肉事業本部長
18回／18回
（100％）

4 再任 片
かた

　岡
おか

　雅
まさ

　史
ひと 取締役（常務執行役員）�

経理財務部、サステナビリティ部担当、東京支社長
18回／18回
（100％）

5 再任 河
こう

　野
の

　康
やす

　子
こ 社外

独立役員
社外取締役 18回／18回

（100％）

6 再任 荒
あら

　瀬
せ

　秀
ひで

　夫
お 社外

独立役員
社外取締役 18回／18回

（100％）

7 再任 山
やま

　崎
さき

　徳
とく

　司
し 社外

独立役員
社外取締役 13回／13回

（100％）

8 新任 秋
あき

　山
やま

　光
こう

　平
へい 常務執行役員�

人事部、法務部、総務部、広報IR部、秘書室担当 ー

（注）� �山崎徳司氏の出席回数については、2022年６月24日の就任以降に開催された取締役会を対象としております。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取
締役３名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。そのうち社外取締役候補者につきましては、東京証
券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。また、当社は、17頁記載の「社外役員
の独立性に関する基準」と照合の結果、社外取締役候補者が当社からの独立性を有していると判
断しております。
　なお、取締役候補者の選任につきましては、役員指名検討委員会での答申を受けております。
当委員会は、過半数を独立社外役員で構成し、かつ独立社外役員である取締役を委員長とする任
意の委員会であります。

取締役8名選任の件第１号議案

1
候補者番号 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年４月　�当社入社
2002年３月　�当社食肉事業本部輸入ブロイラー部

次長
2002年９月　�当社食肉事業本部輸入ブロイラー部

長
2007年３月　�当社食肉事業本部輸入食肉事業部長
2009年４月　�当社加工事業本部営業本部フード

サービス事業部長
2011年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部

フードサービス事業部長
2013年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部

量販事業部長
2015年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部長
�

2015年６月　�当社取締役（執行役員）加工事業本部
営業本部長

2017年４月　�当社取締役（常務執行役員）加工事業
本部営業本部長

2018年４月　�当社取締役（常務執行役員）グループ
営業統括、グループ営業企画部担当

2019年４月　�当社取締役（常務執行役員）海外事業
本部長

2020年４月　�当社代表取締役（専務執行役員）食肉
事業本部長

2021年４月　�当社代表取締役副社長（副社長執行
役員）食肉事業本部長、事業横断戦
略推進担当

2023年４月　当社取締役会長�取締役会議長（現任）

取締役候補者とした理由
木藤哲大氏は、当社取締役に就任して以来、加工事業の分野、グループ営業統括、グループ営業企画部担当
及び海外事業本部長、代表取締役副社長食肉事業本部長、事業横断戦略推進担当、また2023年4月以降は当
社取締役会長として取締役会議長を務め、社外取締役の積極的な関与と意見・提言を促すことに加え、企業
理念の実現に向けたマイルストーンとなるニッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中期経営
計画2023」に基づく諸施策の監督を通じ、当社グループの一層の発展に寄与しており、取締役としての職責
を果たしております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「Vision2030」の実現に向け、より一層強固な基盤づ
くりと成長戦略を通じた当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を引き続き
取締役候補者といたしました。

再 任

木
き

藤
と う

 哲
て つ

大
ひ ろ

生 年 月 日 1960年２月９日生
所有する当社株式の数 10,300株
取締役在任期間 ８年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）
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3
候補者番号

再 任

前
ま え

田
だ

 文
ふ み

男
お

生 年 月 日 1965年11月30日生
所有する当社株式の数 6,200株
取締役在任期間 ３年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）

2
候補者番号

再 任

井
い

川
か わ

 伸
の ぶ

久
ひ さ

生 年 月 日 1961年４月５日生
所有する当社株式の数 4,400株
取締役在任期間 ５年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月　�当社入社
2007年３月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部フードサービス政策室長
2008年４月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部フードサービス企画室長
2013年３月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部関西フードサービス部長
2015年１月　�当社加工事業本部営業本部フードサー

ビス事業部関西フードサービス部長、
関東フードサービス部長

2015年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部
フードサービス事業部長

2016年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部
フードサービス事業部長、デリカ部長

2017年４月　�当社執行役員加工事業本部営業本部
フードサービス事業部長

2018年４月　�当社常務執行役員加工事業本部長
2018年６月　�当社取締役（常務執行役員）加工事業

本部長
2020年４月　�当社代表取締役（専務執行役員）加工

事業本部長
2021年４月　�当社代表取締役副社長（副社長執行

役員）加工事業本部長、新規事業推
進担当

2022年４月　�当社代表取締役副社長（副社長執行
役員）経営企画本部長、中央研究所
担当、新規事業推進担当、北海道プ
ロジェクト推進担当

2023年４月　�当社代表取締役社長（社長執行役員）
（現任）

取締役候補者とした理由
井川伸久氏は、当社取締役に就任して以来、加工事業本部長、代表取締役副社長経営企画本部長、中央研
究所担当、新規事業推進担当、北海道プロジェクト推進担当、また2023年4月以降は当社代表取締役社長
として事業運営を牽引し、企業理念の実現に向けたマイルストーンとなるニッポンハムグループ
「Vision2030」を実現すべく、「中期経営計画2023」に基づく諸施策の実施を通じ、当社グループの一層
の発展に寄与しており、取締役としての職責を果たしております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「Vision2030」の実現に向け、より一層強固な基盤
づくりと成長戦略を通じた当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を引き
続き取締役候補者といたしました。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４月　�当社入社
2002年10月　�（株）スエヒロレストランシステムへ

出向、同社代表取締役社長
2010年３月　�当社食肉事業本部国内食肉事業部国

内ポーク部長
2012年３月　�当社食肉事業本部国内食肉事業部国

内ポーク部長、国内商品部長
2012年６月　�当社食肉事業本部国内食肉事業部国

内ポーク部長、国内商品部長、油飼
副産部長

2013年４月　�当社執行役員食肉事業本部国内食肉
事業部長

2016年４月　�当社執行役員食肉事業本部フード・
物流事業部長

2017年４月　�当社執行役員加工事業本部ハム・
ソーセージ事業部長

2018年４月　�当社執行役員加工事業本部ハム・ソー
セージ事業部長、デリ商品事業部長

2019年４月　�当社執行役員加工事業本部商品統括
部長

2020年４月　�当社常務執行役員経営企画本部長、
中央研究所担当

2020年６月　�当社取締役（常務執行役員）経営企画
本部長、中央研究所担当

2021年４月　�当社取締役（常務執行役員）経営企画
本部長、中央研究所担当、北海道プ
ロジェクト推進担当

2022年４月　�当社取締役（常務執行役員）加工事業
本部長

2023年４月　�当社取締役（常務執行役員）食肉事業
本部長（現任）

取締役候補者とした理由
前田文男氏は、当社取締役に就任して以来、経営企画本部長、中央研究所担当、北海道プロジェクト推進担
当、加工事業本部長、また、2023年4月以降は食肉事業本部長として事業運営を牽引し、企業理念の実現に
向けたマイルストーンとなるニッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中期経営計画2023」に
基づく諸施策の実施を通じ、当社グループの一層の発展に寄与しており、取締役としての職責を果たしてお
ります。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「Vision2030」の実現に向け、より一層強固な基盤づ
くりと成長戦略を通じた当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を引き続き
取締役候補者といたしました。
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4
候補者番号 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年４月　�当社入社
2008年３月　�当社経営企画本部経理部次長
2009年３月　�当社経理財務部副部長
2012年４月　�当社経理財務部長
2013年４月　�当社執行役員経理財務部長
2015年４月　�当社執行役員コーポレート本部経理

財務部長
2016年４月　�当社執行役員コーポレート本部広報

IR部長、コーポレート・コミュニ
ケーション推進室、CSR推進部担当

2018年４月　�当社執行役員コミュニケーション戦
略本部コーポレート・コミュニケー
ション部長、ブランド・コミュニ
ケーション室長

2019年４月　�当社執行役員コーポレート本部経理
財務部、広報IR部担当

2021年４月　�当社執行役員経理財務部、品質保証
部、お客様志向推進部、ライフスタ
イル研究室担当、東京支社長

2021年６月　�当社取締役（執行役員）経理財務部、
品質保証部、お客様志向推進部、ラ
イフスタイル研究室担当、東京支社
長

2023年４月　�当社取締役（常務執行役員）経理財務
部、サステナビリティ部担当、東京
支社長（現任）

取締役候補者とした理由
片岡雅史氏は、当社取締役に就任して以来、経理財務部、品質保証部、お客様志向推進部、ライフスタイ
ル研究室担当、また、2023年4月以降は経理財務部、サステナビリティ部担当として事業運営を牽引し、
企業理念の実現に向けたマイルストーンとなるニッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中
期経営計画2023」に基づく諸施策の実施を通じ、当社グループの一層の発展に寄与しており、取締役とし
ての職責を果たしております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「Vision2030」の実現に向け、より一層強固な基盤
づくりと成長戦略を通じた当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を引き
続き取締役候補者といたしました。

再 任

片
か た

岡
お か

 雅
ま さ

史
ひ と

生 年 月 日 1961年12月10日生
所有する当社株式の数 3,400株
取締役在任期間 ２年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年４月　�いばらきコープ生活協同組合理事
2005年６月　�生活協同組合コープデリ事業連合理事
2008年６月　�茨城県生活協同組合連合会理事
2012年８月　�全国消費者団体連絡会事務局長
2013年１月　�厚生労働省薬事食品衛生審議会委員
2013年４月　�（一社）全国消費者団体連絡会事務局

長・共同代表� �
内閣府食育推進会議委員

2013年10月　�内閣府食品安全委員会専門委員� �
内閣府消費者委員会臨時委員

2013年12月　�国土交通省運輸審議会委員
2014年４月　�消費者庁参与
2015年７月　�農林水産省食料・農業・農村政策審

議会委員

2017年６月　�（一財）日本消費者協会理事（現任）� �
NPO法人�消費者スマイル基金事務
局長

2018年６月　�当社社外取締役（現任）
2018年12月　�金融庁金融審議会委員（現任）
2019年１月　�林野庁林政審議会委員（現任）
2019年６月　�日本司法書士会連合会理事
2021年４月　�文化庁文化審議会委員（現任）
2022年10月　��NPO法人�消費者スマイル基金理事

長（現任）
（重要な兼職の状況）
　NPO法人�消費者スマイル基金理事長
　（一財）日本消費者協会理事
　金融庁金融審議会委員
　林野庁林政審議会委員
　文化庁文化審議会委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
河野康子氏は、当社取締役に就任して以来、役員指名検討委員会の委員長、報酬検討委員会、コンプライ
アンス委員会及びサステナビリティ委員会の委員として積極的に意見を述べるなど、当社社外取締役とし
ての職責を果たしております。
消費者問題に関する豊富な経験及び知見等を有していることから、経営全般はもとより、企業理念の実現
に向けたマイルストーンとして策定したニッポンハムグループ「Vision2030」の実現に向けて取り組む
べき社会課題として特定したニッポンハムグループ「５つのマテリアリティ」の推進・実行に関して有益
な提言をいただくことを期待しております。これらのことから、業務執行を監督する独立社外取締役とし
て適切な人財と判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する事項
河野康子氏は、17頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

河
こ う

野
の

 康
や す

子
こ

生 年 月 日 1957年２月４日生
所有する当社株式の数 ―株
取締役在任期間 ５年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）

5
候補者番号

再 任
社 外
独立役員
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977年４月　�テルモ（株）入社
2006年７月　�テルモヨーロッパ社取締役社長
2008年６月　�テルモ（株）執行役員
2009年６月　�同社取締役執行役員心臓血管カンパ

ニー統轄�法務室管掌
2010年６月　�同社取締役上席執行役員
2011年10月　�同社取締役上席執行役員ブラジル事

業推進担当
2012年６月　�同社取締役上席執行役員米州統轄、

テルモアメリカスホールディング社
取締役社長兼ＣＥＯ

2014年４月　�同社取締役上席執行役員中南米地域
代表

2015年４月　�同社取締役上席執行役員アジア・イン
ド地域代表、テルモアジアホールディ
ングス社取締役Managing�Director

2018年４月　�同社取締役顧問
2018年７月　�同社顧問
2019年２月　�アトムメディカル（株）執行役員
2019年６月　�当社社外取締役（現任）
2021年10月　アトムメディカル（株）顧問
2022年４月　�（株）ヒューマンネクサスラボ�パー

トナー（現任）
2023年１月　�東京医科歯科大学産学連携研究セン

ター(現：東京医科歯科大学オープ
ンイノベーションセンター)特任教授
（現任）

（重要な兼職の状況）
　（株）ヒューマンネクサスラボ�パートナー
　�東京医科歯科大学オープンイノベーションセン
ター特任教授

荒
あ ら

瀬
せ

 秀
ひ で

夫
お

生 年 月 日 1955年３月19日生
所有する当社株式の数 ―株
取締役在任期間 ４年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）

6
候補者番号

再 任
社 外
独立役員

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月　�明治製菓（株）（現：明治ホールディ

ングス（株））入社
1989年７月　�大和証券経済研究所（現：（株）大和

総研）入社�企業調査部アナリスト
2001年４月　�同社企業調査部食品セクターアナリ

スト
2008年１月　�大和証券SMBC（株）（現：大和証券

（株））企業調査部食品セクターアナ
リスト

2015年２月　�同社投資戦略部ストラテジスト
2015年10月　�同社エクイティ調査部プロダクトマ

ネージャー　
2019年３月　�同社退職
2019年６月　�当社社外監査役
2022年６月　�当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
山崎徳司氏は、当社取締役に就任して以来、役員指名検討委員会、報酬検討委員会及びサステナビリティ
委員会の委員として積極的に意見を述べるなど、当社社外取締役としての職責を果たしております。
証券アナリスト経験者としての専門的見地と豊富な経験等を有していることから、経営全般はもとより、
企業理念の実現に向けたマイルストーンとして策定したニッポンハムグループ「Vision2030」の実現に
向け、バックキャスト視点で策定した「中期経営計画2023」の経営方針である「収益性を伴ったサステナ
ブルな事業モデルへのシフト」に関して有益な提言をいただくことを期待しております。これらのことから、
業務執行を監督する独立社外取締役として適切な人財と判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といた
しました。
独立性に関する事項
山崎徳司氏は、17頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

山
や ま

崎
さ き

 徳
と く

司
し

生 年 月 日 1961年２月16日生
所有する当社株式の数 ―株
取締役在任期間 １年
取締役会出席回数 13回／13回（100％）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
荒瀬秀夫氏は、当社取締役に就任して以来、報酬検討委員会の委員長、役員指名検討委員会及びサステナビ
リティ委員会の委員として積極的に意見を述べるなど、当社社外取締役としての職責を果たしております。
大手医療機器メーカーにおいて海外事業担当の取締役を務め、変化に対応するグローバルな企業経営におけ
る豊富な経験及び高い見識を有していることから、経営全般はもとより、企業理念の実現に向けたマイルス
トーンとして策定したニッポンハムグループ「Vision2030」の実現に向け、バックキャスト視点で策定し
た「中期経営計画2023」の経営方針である「海外事業における成長モデルの構築」に関して有益な提言を
いただくことを期待しております。これらのことから、業務執行を監督する独立社外取締役として適切な人
財と判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
独立性に関する事項
荒瀬秀夫氏は、17頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

7
候補者番号

再 任
社 外
独立役員
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（注）　１．取締役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
� ２．社外取締役との責任限定契約について
� � 　�　当社は、社外取締役候補者として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償

責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
� � 　�　これにより、社外取締役候補者である河野康子氏、荒瀬秀夫氏及び山崎徳司氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。
� � 　　当該契約内容の概要は、次のとおりであります。
� � 　　・�社外取締役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額

を限度として、その責任を負う。
� � 　　・�上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役に責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る

ものとする。
� ３．取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の内容の概要
� � 　�　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求

を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしてお
ります。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を
予定しております。

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月　�当社入社
2010年３月　�当社グループ経営本部�広報IR部次

長
2015年４月　�当社コーポレート本部�人事部長
2018年４月　�当社執行役員コーポレート本部�人事

部長�
2020年４月　�当社執行役員人事部、法務部、総務

部、秘書室担当�
2021年４月　�当社執行役員人事部、法務部、総務

部、広報IR部、秘書室担当、コーポ
レートコミュニケーション推進担当

2022年４月　�当社常務執行役員人事部、法務部、
広報IR部、秘書室、監査部、コンプ
ライアンス部担当、グループ監査役
室長、コーポレートコミュニケーシ
ョン推進担当

2023年４月　�当社常務執行役員人事部、法務部、
総務部、広報IR部、秘書室担当（現
任）

8
候補者番号

取締役候補者とした理由
秋山光平氏は、主として人事に関する業務に従事し、2023年４月以降は当社常務執行役員人事部、法務部、
総務部、広報IR部、秘書室担当として事業運営を牽引し、企業理念の実現に向けたマイルストーンとなるニ
ッポンハムグループ「Vision2030」を実現すべく、「中期経営計画2023」に基づく諸施策の実施を通じ、当
社グループの一層の発展に寄与しております。
豊富な職務経験や知見を取締役として経営に活かし、「Vision2030」の実現に向け、より一層強固な基盤づ
くりと成長戦略を通じた当社の企業価値の持続的な向上を牽引するに適切な人財と判断し、同氏を取締役候
補者といたしました。

秋
あ き

山
や ま

 光
こ う

平
へ い

生 年 月 日 1964年６月21日生
所有する当社株式の数 6,400株

新 任
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・�当社は、「食べる喜び」の提供を企業理念として位置づけ、持続的な「たんぱく質」の安定供
給サイクルに不可欠な「地球環境」及び「食」「健康」等の社会課題の解決を、事業価値向上
と一体化させつつ企業価値最大化を目指すビジネスモデルの確立を目指しています。そして当
社の取締役会は、その実現に向けた長期ビジョン（「Vision2030」）や経営計画の策定・遂行
を、消費者をはじめとするステークホルダーの視点もふまえ、適切に監督していく役割・責務
を担います。

・�そのため当社は、取締役会メンバーへ求められる能力・経験を、長期ビジョンや中期経営計
画、「ニッポンハムグループコーポレート・ガバナンス基本方針」等をベースに、経営全般に
係るコア・基盤スキルに加え、「消費者視点」など長期ビジョン実現への当社固有スキルも導
出し、スキル・マトリックスとして可視化しています。そして役員指名検討委員会での審議を
通じ、各スキル項目の要件を充たす人財をバランスよく選定し、多様性も考慮しながら取締役
会を構成しています。

【取締役候補者のスキル・マトリックス】

【ご参考】取締役会の構成、必要スキルの考え方

候補者
番号

社内／
社外 氏名

経験・専門性

企業経営 国際性 地球環境・ 
サステナビリティ

消費者視点・ 
マーケティング・ 

研究開発
財務・会計 法務・品質管理・ 

リスクマネジメント

1 社内 木藤　哲大 ○ ○ ○

2 社内 井川　伸久 ○ ○

3 社内 前田　文男 ○ ○ ○

4 社内 片岡　雅史 ○ ○

5 社外 河野　康子 ○ ○

6 社外 荒瀬　秀夫 ○ ○

7 社外 山崎　徳司 ○ ○

8 社内 秋山　光平 ○ ○
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監査役3名選任の件第２号議案
　監査役田澤信之氏、芝　昭彦氏及び北口正幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま
す。つきましては、改めて監査役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出
につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。そのうち社外監査役候補者につきましては、東京証
券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。また、当社は、17頁記載の「社外役員
の独立性に関する基準」と照合の結果、社外監査役候補者が当社からの独立性を有していると判
断しております。
　なお、監査役候補者の選任につきましては、役員指名検討委員会での答申を受けております。
当委員会は、過半数を独立社外役員で構成し、かつ独立社外役員である取締役を委員長とする任
意の委員会であります。

1
候補者番号

再 任

田
た

澤
ざ わ

 信
の ぶ

之
ゆ き

生 年 月 日 1961年11月４日生
所有する当社株式の数 3,858株
監査役在任期間 ４年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）
監査役会出席回数 18回／18回（100％）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1984年４月　当社入社
2005年３月　当社加工事業本部管理統括室次長
2008年３月　当社加工事業本部管理統括室長
2012年４月　�当社グループ経営本部経営企画部副�

部長
2015年４月　�当社コーポレート本部経営企画部副�

部長

2017年４月　�当社執行役員加工事業本部管理統括�
部長

2019年４月　当社アドバイザー
2019年６月　当社監査役（現任）

監査役候補者とした理由
田澤信之氏は、当社監査役に就任して以来、現場実査に基づく的確な提言を行うなど監査役会全体としての
監査の実効性向上に寄与しております。
豊富な職務経験や知見を有していることから、当社監査役会の機能強化に資する適切な人財と判断し、同氏
を引き続き監査役候補者といたしました。
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略歴、地位及び重要な兼職の状況
1997年11月　�センチュリー監査法人（現：EY新日

本有限責任監査法人）入所
2002年４月　�公認会計士登録
2003年６月　�新日本監査法人（現：EY新日本有限

責任監査法人）退所
2003年７月　北口公認会計士事務所所長（現任）
2013年１月　�大阪弁護士会弁護士登録、北口法律

事務所所長
2015年１月　招和法律事務所代表（現任）
2016年６月　当社補欠監査役

2019年３月　�（株）グラッドキューブ社外監査役（現任）
2019年６月　�当社監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
　北口公認会計士事務所所長
　招和法律事務所代表
　（株）グラッドキューブ社外監査役

社外監査役候補者とした理由
北口正幸氏は、当社監査役に就任して以来、コンプライアンス委員会のオブザーバーとして積極的に意見を
述べるなど、当社社外監査役としての職責を果たしております。
公認会計士及び弁護士としての専門的見地と豊富な経験等を有していることから、当社監査役会の機能強化
に資する適切な人財と判断し、同氏を引き続き社外監査役候補者といたしました。
独立性に関する事項
北口正幸氏は、17頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

北
き た

口
ぐ ち

 正
ま さ

幸
ゆ き

2
候補者番号

再 任
社 外
独立役員

生 年 月 日 1967年４月28日生
所有する当社株式の数 ―株
監査役在任期間 ４年
取締役会出席回数 18回／18回（100％）
監査役会出席回数 18回／18回（100％）
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（注）　１．監査役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
� ２．社外監査役との責任限定契約について
� � 　�　当社は、社外監査役候補者として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、当社への

損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外監査役候補者である北口正幸氏
は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。また、中村克己氏は、本議案において同氏の選任が承認可決された場
合に、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

� � 　　当該契約内容の概要は、次のとおりであります。
� � 　　・�社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責

任限度額を限度として、その責任を負う。
� � 　　・�上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役に責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないと

きに限るものとする。
� ３．監査役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の内容の概要
� � 　�　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害

賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補
することとしております。監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程
度の内容での更新を予定しております。

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1993年４月　�全日本空輸（株）入社
1997年４月　�大蔵省財政金融研究所国際交流室派

遣
1999年４月　�全日本空輸（株）法務部
2006年10月　�弁護士登録　国広総合法律事務所入

所
2007年12月　�日本ノーベル（株）社外監査役（現任）
2012年１月　�国広総合法律事務所パートナー（現任）
2020年８月　�ユー・エム・シー・エレクトロニク

ス（株）社外取締役監査等委員（現任）
2021年６月　�（株）ウィルグループ社外監査役（現任）
2022年６月　�当社補欠監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
　国広総合法律事務所パートナー
　日本ノーベル（株）社外監査役
　�ユー・エム・シー・エレクトロニクス（株）社外取
締役監査等委員

　（株）ウィルグループ社外監査役

社外監査役候補者とした理由
中村克己氏は、弁護士としての専門的見地と豊富な経験等を有しております。
これらのことから、当社監査役会の機能強化に資する適切な人財と判断し、同氏を社外監査役候補者とい
たしました。
独立性に関する事項
中村克己氏は、17頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」及び東京証券取引所が定める独立役員の要
件を満たしており、当社は、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出ております。

中
な か

村
む ら

 克
か つ

己
み

生 年 月 日 1970年10月28日生
所有する当社株式の数 ―株

新 任
3

候補者番号

社 外
独立役員
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補欠監査役１名選任の件第３号議案
　第２号議案において、補欠監査役中村克己氏を監査役候補者としたことにより、補欠監査役が
欠員となります。法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、改めて補欠監査役１
名の選任をお願いするものであります。なお、候補者からは監査役が任期中に退任し、法令に定
める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。
　また、本議案における選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に
よりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　候補者は次のとおりであり、補欠の社外監査役候補者であります。なお、候補者が監査役に就
任した場合には、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定し、届け出る予定であ
ります。また、当社は、17頁記載の「社外役員の独立性に関する基準」と照合の結果、候補者
が当社からの独立性を有していると判断しております。
　なお、補欠監査役候補者の選任につきましては、役員指名検討委員会での答申を受けておりま
す。当委員会は、過半数を独立社外役員で構成し、かつ独立社外役員である取締役を委員長とす
る任意の委員会であります。

（注）　１．補欠監査役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
� ２．責任限定契約の概要
� � 　�　当社は、社外監査役候補者として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外監査役との間で、当社への

損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
� � 　　これにより、岡﨑　聡氏が社外監査役に就任した場合には、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
� � 　　当該契約内容の概要は、次のとおりであります。
� � 　　・�社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責

任限度額を限度として、その責任を負う。
� � 　　・�上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役に責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないと

きに限るものとする。
� ３．役員等賠償責任保険契約の概要
� � 　�　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠

償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補する
こととしております。岡﨑　聡氏が社外監査役に就任した場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

略歴、地位及び重要な兼職の状況
2001年10月　�新日本監査法人（現：EY新日本有限

責任監査法人）入所
2005年７月　京セラ（株）入社
2006年７月　公認会計士登録
2007年10月　�（株）みずほ銀行入行
2009年４月　�税理士登録
2012年７月　�岡﨑公認会計士税理士事務所代表

（現任）

2018年３月　�ナレッジヒルパートナーズ（株）代表
取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
　岡﨑公認会計士税理士事務所代表
　�ナレッジヒルパートナーズ（株）代表取締役

補欠社外監査役候補者とした理由
岡﨑　聡氏は、公認会計士及び税理士としての専門的見地と豊富な経験等を有しております。
これらのことから、当社監査役会の機能強化に資する適切な人財と判断し、同氏を補欠の社外監査役候補
者といたしました。
【特記事項】
岡﨑　聡氏及び同氏が代表取締役を務めるナレッジヒルパートナーズ（株）と当社グループとの間で取引関
係がありますが、支払金額が各々50万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと
判断しております。

岡
お か

﨑
ざ き

 聡
さ と し

生 年 月 日 1973年11月28日生
所有する当社株式の数 ―株

社 外
独立役員
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「社外役員の独立性に関する基準」

　当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合
に、当該社外役員又は当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断する。

１．��現在又は過去における、当社、当社の子会社又は持分法適用会社（以下「ニッポンハムグループ」と
いう。）の取締役（社外取締役は除く。）、執行役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）

２．��当事業年度を含む直近５事業年度における、当社の大株主（注１）若しくはその業務執行者又はニッポン
ハムグループが大株主である先の業務執行者

３．��当事業年度を含む直近５事業年度における、ニッポンハムグループの主要な取引先（注２）又はその業務
執行者

４．��当事業年度を含む直近５事業年度において、ニッポンハムグループから1事業年度あたり1,000万円以
上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を
いう。）

５．��当事業年度を含む直近５事業年度において、ニッポンハムグループから役員報酬以外に、1事業年度あ
たり1,000万円以上の報酬を受領した、弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービ
ス提供者（当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

６．��（1）�社外取締役の独立性を判断する場合にあっては、上記１から５のいずれかに該当する者のうち重
要な者（注３）の配偶者及び三親等以内の親族

（2）�社外監査役の独立性を判断する場合にあっては、上記１から５のいずれかに該当する者のうち重
要な者（注３）並びに現在又は過去においてニッポンハムグループの取締役（社外取締役を含む。）又
は会計参与である者の配偶者及び三親等以内の親族

７．��社外役員の相互就任関係（注４）となる先の業務執行者

注１�．「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者をいう。
注２�．�「主要な取引先」とは、ニッポンハムグループとの取引において、支払額又は受取額が、ニッポンハムグループ又は取引

先の連結売上高の２％以上を占めている者をいう。
注３�．�「重要な者」とは、上記１ないし４においては業務執行取締役、執行役、執行役員又は部長職以上の使用人をいい、上記

５においては各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士を含む。
注４�．�「社外役員の相互就任関係」とは、ニッポンハムグループの業務執行者が社外役員として現任している先の業務執行者を、

当社の社外役員として迎え入れることをいう。

［ご参考］社外役員の独立性に関する基準（2018年12月14日取締役会決議）

以　上
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事　　業　　報　　告

（2022年４月１日から
2023年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果
　当期におけるわが国経済は、ウィズコロナの体制への移行が進められる中、景気に持ち直しの動
きが見られました。一方で、世界的な金融引締めの継続、物価上昇、コスト増に伴う人材不足や物
流の滞りといった供給面での制約、金融市場の不安定化などの影響が見通しにくく、先行き不透明
な状況が続きました。
当業界におきましては、継続する原材料価格の高騰やエネルギー価格の上昇及びこれらの影響に

よる各種商品の値上げが家計を直撃したことにより、消費者の節約志向・低価格帯へのシフトが進
みかつてない厳しい状況が続いております。
　このような中、当社グループは「2030年におけるありたい姿」として掲げたニッポンハムグルー
プ「Vision2030」“たんぱく質を、もっと自由に。”の実現に向けて事業展開を推進してまいりました。
具体的には、事業環境の変化に対しては、販売価格への転嫁、商品の規格変更、節約志向に対応

するためのより安価な調達先・商品の選別に取り組みました。また、ブランド商品の拡販、エネル
ギー価格の上昇を吸収するための節電対策や生産部門の効率化などにも注力しながら、引き続きお
客様へ安全•安心で高品質な商品をお届けするため、生産、物流、営業体制の強化を図りました。
サステナビリティに関する取組みとしては、化石燃料由来のＣＯ₂排出量削減・水使用量削減につ

いて海外における目標を設定しました。また、AIを用いた豚の健康や発情状況を判定するスマート
養豚システム「PIG�LABO」の製品化を推進しました。
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進については、2022年４月に会計システムを

刷新しました。業務システムは、効果の最大化に向け計画の見直しを図りました。
加えて、サステナブルなビジネスモデルへの変革及びシナジー最大化のための事業戦略として「物

流」「営業」のグループ内横断プロジェクトを推進しました。
経営体制については、「ニッポンハムグループコーポレート・ガバナンス基本方針」に沿って、そ

の充実に努めました。
以上の結果、当期の売上高は、主として食肉事業及び海外事業において食肉相場の高騰によって

販売価格が上昇したことにより、対前期比9.4%増の1,259,792百万円となりました。事業利益は、
原材料価格やエネルギー価格などの大幅な上昇分を全て吸収することができず、対前期比46.8%減
の25,596百万円、税引前当期利益は事業利益の減少などの影響で対前期比57.2%減の22,162百万
円、親会社の所有者に帰属する当期利益は対前期比65.4%減の16,637百万円となりました。
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なお、当社は2023年１月31日開催の取締役会において、最適な事業ポートフォリオ構築に向け
当社の連結子会社であるBreeders�&�Packers�Uruguay�S.A.（以下、「BPU」と言います。）の全株
式を、Minerva�S.A.に譲渡することを決議いたしました。これにより、当期においては、BPUに関
連する牛肉事業を非継続事業に分類するとともに、前期についても、再表示し、当該非継続事業を
区分して表示しております。
　（注）�事業利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、当社グループが定める為替差損益を加味するとともに

ＩＦＲＳへの調整及び非経常項目を除外して算出しております。

売 上 高

1,259,792百万円
事 業 利 益

25,596百万円
税 引 前 当 期 利 益

22,162百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益

16,637百万円
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加工事業本部全体においては、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の緩和などにより業務用商品が伸長しました
が、価格改定後の商品動向の変化からコンシューマ商品が減少し、売上げは前年を下回りました。また国際的な穀物や原油
の相場上昇、円安の進行などによる想定を上回る原材料価格とエネルギー価格の上昇に伴い、厳しい収益環境となりました。
ハム・ソーセージ及びデリ商品事業においては、価格改定を実施したことで販売単価は上昇したものの、主力ブランド商品

が想定以上に伸び悩みました。ハム・ソーセージ部門は、業務用商品が前年を上回りましたが、コンシューマ商品は主力の「シ
ャウエッセン」でＴＶＣＭを導入し販促を強化したことで回復基調にあるものの、上期までの落込みをカバーできずに前年を下
回りました。デリ商品部門は、業務用商品が外食チャネル向けで前年を上回りましたが、コンシューマ商品は、主力のチルド
ベーカリーがスナック需要の拡大から好調に推移したものの、「中華名菜」の回復が遅れ前年を下回りました。
エキス・一次加工品事業においては、エキス部門は、外出自粛の緩和に伴いラーメン店を中心とした外食チャネル向けスー

プや、中食チャネル向け業務用たれが好調に推移しました。一方、一次加工事業部門は、未加熱加工品の中食チャネル向け販
売が減少し前年を下回りました。
乳製品・水産事業においては、チーズ部門は、主力の業務用商品は外出自粛の緩和に伴い外食チャネル向けの売上げが伸

長し、前年を上回りました。また、ヨーグルト・乳酸菌飲料部門は、価格改定後の商品動向の変化によりコンシューマ商品の主力
「バニラヨーグルト」の量販店チャネル向けの売上げが減少しましたが、ＣＶＳチャネル向けドリンクヨーグルトの伸長などによ
り、前年並みとなりました。
加工事業本部全体の利益につきましては、売上げ減少や原材料価格、エネルギー価格などの上昇に加え、ＤＸ構築に向け

た先行費用が増加したことで減益となりました。
以上の結果、当期の加工事業本部の売上高は対前期比15.9％減の417,738百万円、事業利益は対前期比65.8％減の

5,018百万円となりました。

　オペレーティング・セグメント別の概況は以下のとおりであります。海外事業本部には、非継続事業に区
分したBPUに関する牛肉事業を含めております。

加工事業本部
売 上 高 417,738百万円
事 業 利 益 5,018百万円

売上高
構成比率

33.2％
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国内事業においては、生産部門においてコスト低減に注力したものの、当事業年度下期から継続して飼料価格及びエネル
ギー価格の高止まりが影響し苦戦を強いられました。また、社外からの調達強化や生産性向上による数量確保に努めました
が、国産豚は拠点再編計画による自社処理量の減少、国産鶏では鳥インフルエンザ発生の影響により出荷量が減少しまし
た。豚肉、鶏肉の相場が堅調に推移したことにより売上げは前年を上回りましたが、生産コスト増加が響き減益となりました。
輸入調達部門においては、主要国生産量が伸び悩む中、世界的な需要回復基調によって調達価格は高値が継続しました。

外食向けの売上げは回復基調にあるものの、業界全体での国内在庫増加から価格転嫁が進みにくく、大幅な減益となりまし
た。
販売部門においては、消費者の節約志向の高まりなどによる量販店の需要減少が続きましたが、国産鶏肉「桜姫」の20周

年キャンペーンの実施などで販売量の維持に努めました。インバウンドの急回復、新型コロナウイルス感染症による行動制限
緩和により外食チャネルを中心に売上げが伸長した結果、売上げ・利益ともに前年を上回りました。
以上の結果、当期の食肉事業本部の売上高は対前期比9.8％増の750,109百万円、事業利益は対前期比18.2％減の

29,082百万円となりました。

食肉事業本部
売 上 高 750,109百万円
事 業 利 益 29,082百万円

売上高
構成比率

59.5％

アジア・欧州事業においては、加工品販売がベトナム・台湾で順調に推移したことに加え、トルコでの鶏肉販売も高値を維持
したことにより、売上げは前年を上回りました。利益につきましては、タイにおける加工品原料高、トルコにおける継続的な穀
物飼料高の影響などにより減益となりました。
米州事業においては、米国での加工食品の販売、チリでの豚肉輸出が好調に推移したことにより、売上げは前年を上回りま

した。利益につきましては、米国での輸出用豚肉原料価格、加工品原料価格が安定したこと、また加工品販売、現地営業によ
る取引条件改善により、増益となりました。
豪州事業においては、オーストラリアでの牛集荷に苦戦する中、輸出における相場高、及び豪州内販売が好調に推移したこ

とに加え、ウルグアイにおいても輸出相場が高値で推移したことにより、売上げは前年を上回りました。利益につきましては、
オーストラリアでは牛集荷価格が高値で継続したことや、工場稼働率低下による生産コスト高の影響で減益となりました。一
方、ウルグアイにおいても牛集荷価格の高値継続や人件費高騰などにより、減益となりました。
以上の結果、当期の海外事業本部の売上高は対前期比20.1％増の321,429百万円、事業損失は5,036百万円（前期は

2,409百万円の事業利益）となりました。

海外事業本部
売 上 高 321,429百万円
事 業 損 失 5,036百万円

売上高
構成比率

25.5％
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（2）セグメント別売上高の状況
区分 金額 前期比 構成比率

■ 加 工 事 業 本 部 417,738百万円 84.1％ 33.2％
■ 食 肉 事 業 本 部 750,109百万円 109.8％ 59.5％
■ 海 外 事 業 本 部 321,429百万円 120.1％ 25.5％
■ そ 　 の 　 他 17,052百万円 123.5％ 1.4％
消 去 調 整 他 △216,333百万円 ー △17.2％
非 継 続 事 業 へ 振 替 △30,203百万円 ー △2.4％
合 計 1,259,792百万円 109.4％ 100.0％

　（注）１.�「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、球団事業及び新規事業等であります。
　　　 ２.�海外事業本部に含まれるBPUの売上高を「非継続事業へ振替」において組替えを行っております。�

球団事業である北海道日本ハムファイターズにおいては、2022年レギュラーシーズンをパシフィック・リーグ６位で終えまし
た。新型コロナウイルス感染症の影響が残るシーズンではありましたが、安全・安心な観戦環境を整えた上で各種の動員施策
を実施したことにより、昨シーズンを大きく上回る�1,291千人の観客動員に繋がり、売上げ・利益ともに前年を上回りました。
中央研究所で取り組んでいるヘルスサポート事業においては、ゼロコロナ政策が緩和された中国にて開催されたFood�

Ingredients�China�2023に出展し、機能性食品素材を紹介するなど、積極的な販促活動を行いました。食品検査キットに
ついては、新たに特定原材料に指定された「くるみ」を検査するキットを開発し、3月下旬に上市いたしました。
新規事業においては、ＤｔｏＣ（Direct� to�Consumer）事業の｢Meatful｣、｢Table� for�ALL｣の売上げ拡大に向けた取組

みを実施しました。新たにサステナブル事業として｢Mealin’Good｣（ミーリングッド）のブランド立ち上げを行い、限りある資
源の有効活用や新たな食の選択肢を増やすための取組みを強化してまいりました。
以上の結果、当期のその他の売上高は対前期比23.5％増の17,052百万円、事業損失は483百万円（前期は1,569百万

円の事業損失）となりました。

その他
売 上 高 17,052百万円
事 業 損 失 483百万円

売上高
構成比率

1.4％
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（ご参考）品種別売上高の状況
区分 金額 前期比 構成比率

ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ 130,161百万円 99.2％ 10.3％
加 工 食 品 235,166百万円 104.5％ 18.7％
食 肉 791,972百万円 112.8％ 62.9％
乳 製 品 36,194百万円 102.8％ 2.9％
そ の 他 66,299百万円 113.5％ 5.2％
合 計 1,259,792百万円 109.4％ 100.0％

（3）設備投資の状況
　当社グループは、生産飼育から処理・加工・製造・流通・販売までのすべてを自社で一貫して行う
インテグレーションシステムを構築しており、その中で設備の充実、合理化及び強化を図るため必要
な設備投資を実施しております。
　当期の設備投資額は総額約675億円（ソフトウェアを含み、使用権資産約84億円を含む）で、その
主なものは次のとおりであります。
　加工事業本部では、日本ハムファクトリー株式会社、日本ハム食品株式会社、南日本ハム株式会
社、日本ピュアフード株式会社を中心として、ハム・ソーセージ及び加工食品の製造設備の増設・更
新等に約92億円、株式会社宝幸、日本ルナ株式会社等における乳製品製造設備の更新等に約12億円
など、合計約107億円の設備投資を実施しました。
　食肉事業本部では、インターファーム株式会社、日本フードパッカー株式会社等における生産飼育
設備及び食肉処理加工設備の更新・改修等に約94億円、日本ホワイトファーム株式会社等における生
産飼育設備の更新・改修等に約66億円、中日本フード株式会社及び西日本フード株式会社等における
販売設備の充実に約32億円など、合計約193億円の設備投資を実施しました。
　海外事業本部では、Day-Lee�Foods,�Inc.�における加工食品製造設備の増設及び豪州事業における
食肉処理加工設備、生産飼育設備の更新等により、合計約40億円の設備投資を実施しました。
　その他では、株式会社ファイターズ�スポーツ＆エンターテイメントにおいて、新球場の建設等に約
206億円の設備投資を実施しました。
　上記の他、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進等に約54億円の設備投資を実施し
ました。

（4）資金調達の状況
　当社は、新球場「ES�CON�FIELD�HOKKAIDO（エスコンフィールドHOKKAIDO）」を保有する
当社の連結子会社である株式会社ファイターズ�スポーツ＆エンターテイメントへの投融資資金に充当
する予定として、第15回無担保社債200億円を発行いたしました。この社債は当社初の個人向け普通
社債であり、ESG債であるサステナビリティボンドであります。
　また当社は、運転資金に充当するため、金融機関から175億円の借入を実行いたしました。
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（5）財産及び損益の状況の推移 （単位　百万円）

区　分
国際会計基準（IFRS）

第75期
2019年4月1日から   
2020年3月31日まで

第76期
2020年4月1日から   
2021年3月31日まで

第77期
2021年4月1日から   
2022年3月31日まで

第78期
2022年4月1日から   
2023年3月31日まで

売 上 高 1,229,826 1,106,351 1,151,886 1,259,792

税 引 前 当 期 利 益 27,039 47,604 51,760 22,162
親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 当 期 利 益 19,214 32,616 48,049 16,637
基 本 的 １ 株 当 た り
当 期 利 益 186円70銭 317円97銭 469円92銭 162円44銭
希 薄 化 後 １ 株 当 た り
当 期 利 益 186円64銭 317円89銭 469円81銭 162円42銭

総 資 産 額 768,861 825,405 909,213 937,155
親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属
す る 持 分 404,414 433,595 479,069 492,913
１ 株 当 た り 親 会 社
所 有 者 帰 属 持 分 3,929円43銭 4,243円70銭 4,681円82銭 4,808円70銭

　（注）１.�当社は、第77期においてマリンフーズ株式会社及び同社の子会社等に関連する水産事業を非継続事業に区分しております。ま
た、第78期よりBPUに関する牛肉事業を非継続事業に区分しております。そのため、第77期について組替表示しております。

　　　 ２.�「基本的１株当たり当期利益」は期中平均発行済株式総数、「希薄化後１株当たり当期利益」は期中平均発行済株式総数に期
中平均潜在株式総数を調整した株式総数、「１株当たり親会社所有者帰属持分」は期末発行済株式総数に基づいて算出してお
ります。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式数を除いて算出しております。第76
期、第77期及び第78期の自己株式数には、役員向け業績連動型株式報酬制度の導入により、役員報酬BIP信託が保有する当
社株式及び信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入により、日本ハム・グループ従業員持株会専用信託が保有する
当社株式を含めております。

（6）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
区分 事業内容

ハ ム ・ ソ ー セ ー ジ ハム・ソーセージの製造及び販売
加 工 食 品 加工食品の製造及び販売
食 肉 生産飼育、食肉の処理・加工及び食肉の輸入・販売
乳 製 品 ヨーグルト、チーズ等の製造及び販売
そ の 他 冷蔵冷凍倉庫業、運送業、水産加工品の製造及び販売
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（7）主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
当 社 本 店 大阪市北区梅田二丁目４番９号
当 社 支 店 東京都品川区大崎二丁目１番１号
研 究 所 中央研究所（茨城県）
当 社 生 産 拠 点 諫早プラント（長崎県）

そ の 他
国 内 生 産 拠 点

日本ホワイトファーム株式会社（青森県）� インターファーム株式会社（青森県）
日本ハム食品株式会社（三重県）� 日本ハムファクトリー株式会社（静岡県）
日本ハム惣菜株式会社（新潟県）� 日本フードパッカー株式会社（青森県）
南日本ハム株式会社（宮崎県）� 東北日本ハム株式会社（山形県）
日本ハム北海道ファクトリー株式会社（北海道）

そ の 他 国 内
生 産 営 業 拠 点

株式会社宝幸（東京都）� 日本ピュアフード株式会社（東京都）
日本ルナ株式会社（京都府）

当 社 国 内 営 業 拠 点 東京　大阪

そ の 他
国 内 営 業 拠 点

西日本フード株式会社（福岡県）�� 東日本フード株式会社（北海道）
関東日本フード株式会社（東京都）� 中日本フード株式会社（大阪府）
日本ハムマーケティング株式会社（東京都）� ジャパンフード株式会社（東京都）

海 外 生 産 拠 点

Ege-Tav��Ege�Tarım�Hayvancılık�Yatırım�Ticaret�ve�Sanayi�Anonim�Şirketi（トルコ）
Breeders�&�Packers�Uruguay�S.A.（ウルグアイ）
Whyalla�Beef�Pty.�Ltd.（オーストラリア）
Thai�Nippon�Foods�Co.,�Ltd.（タイ）
Thomas�Borthwick�＆�Sons(Australia)�Pty.�Ltd.（オーストラリア）
Oakey�Beef�Exports�Pty.�Ltd.（オーストラリア）

海 外 営 業 拠 点 NH�Foods�Australia�Pty.�Ltd.（オーストラリア）
Day ‐ Lee��Foods,�Inc.(アメリカ)

（8）従業員の状況（2023年３月31日現在）
従業員数 前期末増減

■ 加 工 事 業 本 部 5,209名 176名減
■ 食 肉 事 業 本 部 5,675名 102名増
■ 海 外 事 業 本 部 4,345名 97名減
全 社 (共 通) 835名 43名増
合 計 16,064名 128名減

　（注）１.�従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
向者を含む。）であります。

　　　 ２.�上記の従業員の数には臨時従業員（期間中平均10,986名）は含んでおりません。
　　　 ３.�上記のうち、当社の従業員数（就業人員数）は1,300名であり、前期末に比べ26名減少しております。
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　②　企業結合等の状況
　　�　連結子会社は、合併等により４社減少したため、68社（上記の重要な21社を含む。）となって

おります。また、持分法適用会社は１社減少したことにより６社となりました。
　　�　なお、当社は2023年１月31日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるBPUの全株

式を、Minerva�S.A.に譲渡することを決議しております。

（10）主要な借入先（2023年３月31日現在）
借入先 借入金残高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 39,675百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 38,779百万円
株 式 会 社 百 十 四 銀 行 15,730百万円
農 林 中 央 金 庫 �　　　10,000百万円

（9）重要な子会社の状況等（2023年３月31日現在）
　①　重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
Ege-Tav�Ege�Tarım�Hayvancılık�Yatırım�
Ticaret� ve� Sanayi� Anonim� Şirketi 100,310万トルコリラ 100.0％ 畜産物の育成、処理、販売
NH�Foods�Australia�Pty.�Ltd. 10,650万豪ドル 100.0％ 食肉等の販売
Breeders� &� Packers�Uruguay� S.A. 8,148万米ドル 100.0％ 畜産物の処理、加工、販売
株 式 会 社 宝 幸 3,040百万円 100.0％ 水産加工品・缶詰・乳製品の製造、販売
Day－Lee� Foods , � Inc . 1,732万米ドル 100.0％ 食肉等の販売、加工食品の製造、販売
日本ホワイトファーム株式会社 1,560百万円 100.0％ 畜産物の育成、処理
インターファーム株式会社 1,301百万円 100.0％ 畜産物の育成
日本ハムファクトリー株式会社 1,000百万円 100.0％ ハム・ソーセージの製造
日 本 ハ ム 食 品 株 式 会 社 1,000百万円 100.0％ 加工食品の製造
日 本 ハ ム 惣 菜 株 式 会 社 489百万円 100.0％ 加工食品の製造
西 日 本 フ ー ド 株 式 会 社 480百万円 100.0％ 食肉等の販売
日本フードパッカー株式会社 470百万円 100.0％ 畜産物の処理、加工、販売
東 日 本 フ ー ド 株 式 会 社 450百万円 100.0％ 食肉等の販売
関東日本フード株式会社 450百万円 100.0％ 食肉等の販売
中 日 本 フ ー ド 株 式 会 社 450百万円 100.0％ 食肉等の販売
日本ピュアフード株式会社 410百万円 100.0％ 畜産物の加工、販売
日 本 ル ナ 株 式 会 社 397百万円 100.0％ 乳酸菌飲料の製造、販売
南 日 本 ハ ム 株 式 会 社 360百万円 100.0％ ハム・ソーセージ、加工食品等の製造
日本ハムマーケティング株式会社 307百万円 100.0％ ハム・ソーセージ、加工食品等の販売
ジャパンフード株式会社 40百万円 100.0％ 食肉等の輸入、販売
株 式 会 社 フ ァ イ タ ー ズ
スポーツ＆エンターテイメント 12,000百万円 67.1％ プロ野球関連興行

　（注）�「Breeders�&�Packers�Uruguay�S.A.」及び「株式会社ファイターズ�スポーツ＆エンターテイメント」に対する当社の議決権比率
には、子会社を通じた間接所有分40.0％及び34.2％がそれぞれ含まれております。
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　ニッポンハムグループ「Vision2030」は、これまでの提供価値である「安全・安心」「おいしさ」
に加え、常識にとらわれない「自由」な発想で「たんぱく質」の可能性を広げることで、社会環境や人々
のライフスタイルの変化に対応する多様な食シーンを創出し、毎日の幸せな食生活を支え続けたいと
いう当社グループの想いを「2030年におけるありたい姿」として表現しています。

（11）対処すべき課題
【中長期的な会社の経営戦略】
　当社グループは、2021年３月に公表したニッポンハムグループ「Vision2030」を踏まえ、2021
年４月に「中期経営計画2023」を策定いたしました。
　ニッポンハムグループ「Vision2030」には、これまでの提供価値である「安全・安心」「おいしさ」
に加え、常識にとらわれない「自由」な発想で「たんぱく質」の可能性を広げることで、社会環境や人々
のライフスタイルの変化に対応する多様な食シーンを創出し、毎日の幸せな食生活を支え続けたいと
いう当社グループの想いを込めております。また、ニッポンハムグループ「Vision2030」の実現に
向けて取り組むべき重要な社会課題を、ニッポンハムグループ「５つのマテリアリティ」として特定
し、合わせて中長期環境目標を更新いたしました。事業戦略とマテリアリティの実践を通したサステ
ナビリティ戦略を両輪で進めることで、事業を通した社会課題の解決に努め、持続的な社会の形成に
寄与してまいります。
　2030年の目指す姿として、2030年３月期において、ROIC8.0％以上、ROE10.0％以上を目指す
とともに、中長期環境目標の達成に取り組んでまいります。
　また、「2030年におけるありたい姿」の実現に向け、2024年３月期及び、2027年３月期をマイ
ルストーンと位置付け、６ヵ年を見据えた施策を検討するとともに、2024年３月期までの取組みと
して、「中期経営計画2023」を策定いたしました。既存事業の強化と構造改革を進め、ROIC向上に
取り組むとともに、社会課題へ適切に対応しながらリスクの低減と機会の拡大を図る事業モデルへの
シフトを進めること及び、これまでの歴史と既存事業の強みを活かした成長領域への伸長を図ること
を目指し、合わせて、マテリアリティの取組みを各施策と融合することで、企業価値の向上に努めて
まいります。
　加えて、経営の基盤として引き続き「品質No.1経営」を推進し、商品の品質だけでなく経営、人
財の品質をさらに高め、またコーポレートガバナンスを継続的に強化し、未来につなげるための企業
変革を持続的に行ってまいります。
　上記取組みを通し、「中期経営計画2023」最終年度となる2024年３月期において、売上高１兆
2,600億円（修正前１兆2,200億円）、事業利益380億円（修正前610億円）、事業利益率3.0％（修正
前5.0％）、ROE4.6％（修正前8.0％）、ROIC3.5％（修正前6.0％）を目標といたします。売上高に
ついては、「中期経営計画2023」策定時の想定よりも食肉事業及び海外事業において価格転嫁が進ん
だことなどを踏まえ、上方修正しております。一方で、主として原材料価格やエネルギー価格が「中
期経営計画2023」策定時の想定を大きく超えて高騰したため、事業利益、事業利益率、ROE及び
ROICをそれぞれ下方修正しております。

ニッポンハムグループ「Vision2030」

たんぱく質を、もっと自由に。
ニッポンハムグループは、もっと自由な発想で、

生きる力となるたんぱく質の可能性を広げていきます。
環境・社会に配慮した安定供給を行い、

人々が食をもっと自由に楽しめる多様な食生活を創出していきます。
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ニッポンハムグループ「５つのマテリアリティ」

世界的な人口増や気候変動などに伴い、たんぱく質の供給難が予測されておりますが、
ニッポンハムグループはたんぱく質の安定調達と供給を目指します。
これまでの品質に対する安全・安心への取組みに加え、サプライチェーンにおける
環境や人権・動物福祉などの社会側面を配慮しつつ、多様なたんぱく質への取組み
を推進してまいります。

ライフスタイルなどの変化に伴い、食においても多様な対応が求められています。
様々なニーズに合わせた商品の開発とサービスの提供により、楽しく健やかなく
らしに貢献してまいります。

食の多様化と健康への対応

ニッポンハムグループは「良き企業市民」として食やスポーツなどを通じた繋がり
を深め、共に歩み・発展することで愛され信頼される企業を目指してまいります。

食やスポーツを通じた地域・社会との共創共栄

ニッポンハムグループでは「従業員が真の幸せと生き甲斐を求める場」となること
を目指しています。
ひとりひとりを尊重し、それぞれが持てる力を発揮・活躍できる環境づくりを推進し
てまいります。

従業員の成長と多様性の尊重

気候変動や食品ロス、海洋プラスチックなど地球環境を取り巻く様々な課題があ
る中、ニッポンハムグループの事業は自然からの恵みをいただくことで成り立って
おり、バリューチェーンを通じて温室効果ガスや食品ロス、プラスチックなどの課題
解決に向けての取組みを推進してまいります。

持続可能な地球環境への貢献

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
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ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

たんぱく質の安定調達・供給
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食肉事業 加工事業 海外事業 新規事業
球団事業

「中期経営計画2023」概要図

たんぱく質を、もっと自由に。Vision
2030

経営基盤

収益性を伴ったサステナブルな事業モデルへのシフト
経営方針 1

海外事業における成長モデルの構築
経営方針 2

新たな商品・サービスによる、新しい価値の提供
経営方針 3

ビジョン実現に向けたコーポレート機能の強化
経営方針 4

高次の品質No.1経営・コーポレートガバナンス

持続可能な
地球環境への貢献

たんぱく質の
安定調達と供給 食の多様化と

健康への対応
従業員の成長と
多様性の尊重

食やスポーツを通じた
地域・社会との共創共栄

中期経営計画
2023

部門横断推進戦略
（事業横断戦略、新規事業、北海道プロジェクト、コーポレートコミュニケーション）

５つの
マテリアリティ

090_0661301102306.indd   29090_0661301102306.indd   29 2023/05/20   7:08:422023/05/20   7:08:42

29

010_0661301102306.indd   29010_0661301102306.indd   29 2023/05/20   7:16:292023/05/20   7:16:29web_0661319302306.indd   29web_0661319302306.indd   29 2023/05/23   14:16:432023/05/23   14:16:43



【経営方針】
①　収益性を伴ったサステナブルな事業モデルへのシフト
　　�　ニッポンハムグループの調達力や販売力のさらなる強化、全体最適視点での製造収益構造の確

立、マーケティング視点での事業拡大に取り組んでまいります。
②　海外事業における成長モデルの構築
　　�　有望領域として定める地域における加工品の販売や、対日向けの加工品・食肉の開発・供給体

制の強化に取り組んでまいります。
③　新たな商品・サービスによる、新しい価値の提供
　　�　各事業本部で取り組む新たな価値提供に加え、D2C（Direct�to�Consumer）を活用した新規

領域やスポーツ事業に積極的に取り組んでまいります。
④　ビジョン実現に向けたコーポレート機能の強化
　　�　各部室におけるミッション遂行に加え、DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進、

全社戦略の立案と推進機能の強化、人財マネジメントの強化などに取り組んでまいります。

【部門横断推進戦略】
①　事業横断戦略
　　�　ニッポンハムグループの永続的な発展に向け、事業本部を越えてグループ一体となった総合力

を発揮する全社共通戦略を企画・実行してまいります。
②　新規事業
　　�　将来の環境変化を見据えた新たな成長領域への取組みを加速し、具体的な事業化を目指すとと

もに、挑戦する風土の醸成にもつなげてまいります。
③　北海道プロジェクト
　　�　グループの拠点が多数立地する北海道において、2023年の新球場の開業に向けて本業とのシ

ナジーを創出するとともに、地域の発展に貢献してまいります。
④　コーポレートコミュニケーション
　　�　コーポレートコミュニケーション機能を強化し、ステークホルダーとの戦略的コミュニケーシ

ョンの展開によりレピュテーションの向上に取り組んでまいります。
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【2023年度の方針】
　2023年度の経済見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の第５類への移行もあり社会
経済活動は正常化に向かい外食市場の回復、インバウンド需要の拡大などが見込まれます。一方でウ
クライナ情勢の長期化による地政学的リスクの増大、原材料価格やエネルギー価格などの高騰による
コストプッシュインフレの影響、金融政策の動向などにより景気の不透明な状況が続くことが想定さ
れます。
　このような状況のもと、当社グループでは、「2030年におけるありたい姿」として掲げたニッポン
ハムグループ「Vision2030」“たんぱく質を、もっと自由に。” の実現に向けて引き続き事業戦略と
サステナビリティ戦略の融合による財務価値及び社会価値の向上に取り組みます。
　加工事業につきましては、主力ブランド商品の販売強化、最適生産体制の構築、新設したマーケテ
ィング組織による顧客視点の商品開発とブランディング強化によりコスト競争力を高めていきます。
　食肉事業につきましては、重点チャネル別専門組織の強化、輸入食肉の調達体制の再構築及び需給
予測高度化を進めるとともに、生産事業の生産性を高め、利益を伴う食肉シェア拡大に取り組みま
す。
　海外事業につきましては、北米加工品マーケットへの集中・売上げ拡大、牛肉事業の収益安定化な
どにより収益性を改善していきます。
　ボールパーク事業につきましては、「北海道ボールパークFビレッジ」全体で集客する新たなビジネ
スモデルにより利益を創出していきます。
　また、引き続き植物由来たんぱく質商品の拡充や細胞性食品といった新たなたんぱく質の実用化に
取り組みます。
　加えて、DXの推進については、継続して効果の最大化を図ってまいります。
　新設したグループ戦略推進事業部については、事業横断戦略（営業・物流改革）の実践により成果
を創出していきます。またDX戦略と連動して、強いバリューチェーンを構築していきます。

【ご参考：TCFDフレームワークに基づく情報開示】
　ニッポンハムグループは「食べる喜び」を基本のテーマとし、時代を画する文化を創造し、社会に
貢献することを企業理念の一つに掲げています。2021年に策定された「Vision2030」“たんぱく質を、
もっと自由に。”では、環境・社会に配慮した安定供給に取り組み続けることや、自由な発想でたん
ぱく質の持つ可能性を広げ、多様な食シーンを創出し、毎日の幸せな食生活を支え続けたいという想
いが込められています。
　2020年に「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同を表明し、2022年５
月にシナリオ分析結果等の開示を行い、その後気候変動の影響への適応策の検討・推進を進めまし
た。特に、事業に大きく関わる飼料や原材料の調達への影響、CO₂排出抑制等、具体的な施策の検討・
推進を行いました。
　2023年度以降においては、社会環境に合わせた将来のリスクと機会を再評価するとともに、重要
な課題についてさらなる対応の推進を行い関連情報の開示を行います。
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２．株式に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 285,000,000株
（2）発行済株式の総数（自己株式9,656株を含む） 102,958,904株
（3）株主数 61,320名

所有者区分 持株数 株主数

■金融機関 56,567千株 75名

■外国法人等 20,848千株 348名

■個人・その他 19,787千株 60,334名

■その他の法人 2,526千株 528名

■金融商品取引業者 3,219千株 34名

■自己株式 9千株 1名

（4）大株主
株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 19,305千株 18.75％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,785千株 9.50％
株 式 会 社 百 十 四 銀 行 3,708千株 3.60％
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 3,677千株 3.57％
農 林 中 央 金 庫 2,963千株 2.88％
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,785千株 2.71％
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,200千株 2.14％
S T A T E � S T R E E T � B A N K � A N D�
T R U S T � C O M P A N Y � 5 0 5 0 0 1 2,168千株 2.11％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,860千株 �1.81％
SSBTC� CLIENT�OMNIBUS� ACCOUNT 1,772千株 1.72％
　（注）持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。

外国法人等
20.3%

個人・その他
19.2%

金融商品取引業者
3.1%

所有者別
株式分布

金融機関
54.9%

自己株式
0.0%

その他の法人
2.5%
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３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2023年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長
（ 社 長 執 行 役 員 ） 畑　　　佳　秀

代 表 取 締 役 副 社 長
（ 副 社 長 執 行 役 員 ） 木　藤　哲　大 食肉事業本部長、事業横断戦略推進担当

代 表 取 締 役 副 社 長
（ 副 社 長 執 行 役 員 ） 井　川　伸　久 経営企画本部長、中央研究所担当、新規事業推進担当、

北海道プロジェクト推進担当
取締役（常務執行役員） 前　田　文　男 加工事業本部長

取 締 役（ 執 行 役 員 ） 片　岡　雅　史 経理財務部、品質保証部、お客様志向推進部、
ライフスタイル研究室担当、東京支社長

取 締 役 河　野　康　子

ＮＰＯ法人�消費者スマイル基金理事長
（一財）日本消費者協会理事
金融庁金融審議会委員
林野庁林政審議会委員
文化庁文化審議会委員

取 締 役 荒　瀬　秀　夫 株式会社ヒューマンネクサスラボ�パートナー
東京医科歯科大学産学連携研究センター特任教授

取 締 役 山　崎　徳　司
常 勤 監 査 役 宮　階　定　憲
常 勤 監 査 役 田　澤　信　之

監 査 役 芝　　　昭　彦
芝・田中経営法律事務所弁護士
空港施設株式会社社外監査役
デジタル庁コンプライアンス委員会委員

監 査 役 北　口　正　幸
北口公認会計士事務所所長
招和法律事務所代表
株式会社グラッドキューブ社外監査役

監 査 役 西　山　　　茂
早稲田大学大学院教授
株式会社マクロミル社外取締役
丸紅株式会社社外監査役
株式会社東京エネシス社外取締役

　（注）１�．取締役河野康子氏、荒瀬秀夫氏及び山崎徳司氏は、社外取締役であります。
　　　 ２�．監査役芝　昭彦氏、北口正幸氏及び西山　茂氏は、社外監査役であります。
　　　 ３�．当社は、社外取締役である河野康子氏、荒瀬秀夫氏及び山崎徳司氏並びに社外監査役である芝　昭彦氏、北口正幸氏及び西

山　茂氏を、東京証券取引所の定める独立役員と指定して届け出ております。また、当社は、17頁記載の「社外役員の独立
性に関する基準」と照合の結果、社外役員全員が当社からの独立性を有していると判断しております。

　　　 ４�．監査役北口正幸氏及び西山　茂氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する幅広い知見を有するものであ
ります。
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　　　 ５�．当事業年度中の役員の異動は、次のとおりであります。
（1）就　任

①　2022年６月24日開催の第77回定時株主総会において、山崎徳司氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。
②　2022年６月24日開催の第77回定時株主総会において、西山　茂氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

（2）退　任
①�　2022年６月24日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって、岩﨑　淳氏が取締役を退任いたしました。
②�　2022年６月24日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって、山崎徳司氏が監査役を退任いたしました。
③　畑　佳秀氏及び木藤哲大氏は、2023年３月31日に代表取締役を辞任いたしました。

　　　
（ご参考）

2023年４月１日現在の経営体制は次のとおりであります。
地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 木　藤　哲　大 取締役会議長
代 表 取 締 役 社 長
（ 社 長 執 行 役 員 ） 井　川　伸　久

取締役（常務執行役員） 前　田　文　男 食肉事業本部長
取締役（常務執行役員） 片　岡　雅　史 経理財務部、サステナビリティ部担当、東京支社長
取 締 役 畑　　　佳　秀

取 締 役 河　野　康　子

ＮＰＯ法人�消費者スマイル基金理事長
（一財）日本消費者協会理事
金融庁金融審議会委員
林野庁林政審議会委員
文化庁文化審議会委員

取 締 役 荒　瀬　秀　夫 株式会社ヒューマンネクサスラボ�パートナー
東京医科歯科大学オープンイノベーションセンター特任教授

取 締 役 山　崎　徳　司
常 勤 監 査 役 宮　階　定　憲
常 勤 監 査 役 田　澤　信　之

監 査 役 芝　　　昭　彦
芝・田中経営法律事務所弁護士
空港施設株式会社社外監査役
デジタル庁コンプライアンス委員会委員

監 査 役 北　口　正　幸
北口公認会計士事務所所長
招和法律事務所代表
株式会社グラッドキューブ社外監査役

監 査 役 西　山　　　茂
早稲田大学大学院教授
株式会社マクロミル社外取締役
丸紅株式会社社外監査役
株式会社東京エネシス社外取締役
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（取締役を兼任していない執行役員）
地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

常 務 執 行 役 員 小　田　信　夫 海外事業本部長、事業統括部長
常 務 執 行 役 員 松　本　之　博 加工事業本部長
常 務 執 行 役 員 秋　山　光　平 人事部、法務部、総務部、広報ＩＲ部、秘書室担当
常 務 執 行 役 員 前　田　啓　次 加工事業本部�営業統括事業部長

執 行 役 員 藤　井　秀　樹 海外事業本部�事業統括部�米州担当、
デイリーフーズ株式会社取締役社長

執 行 役 員 伊　藤　忠　明 海外事業本部�管理統括部長
執 行 役 員 関　　　孝　雄 グループ戦略推進事業部長
執 行 役 員 戸　田　秀　一 食肉事業本部�輸入食肉事業部長
執 行 役 員 鳴　海　秀　一 食肉事業本部�国内食肉第一事業部長

執 行 役 員 藤　原　寛　英 経営企画部、ＤＸ推進部、ＩＴ戦略部、
スポーツ事業推進部担当

執 行 役 員 脇　田　暁　夫 加工事業本部�商品統括事業部長
執 行 役 員 長谷川　佳　孝 監査部、コンプライアンス部担当、グループ監査役室長
執 行 役 員 井　門　豊　武 食肉事業本部�国内食肉第二事業部長

執 行 役 員 稲　富　聖　二 海外事業本部�事業統括部�豪州担当、
ＮＨフーズ・オーストラリア株式会社取締役社長

執 行 役 員 岸　本　　　栄 加工事業本部�マーケティング統括部長

執 行 役 員 大　石　泰　之 品質保証部長、お客様志向推進部、
ライフスタイル研究室、中央研究所担当

執 行 役 員 細　谷　信　博 食肉事業本部�食肉営業統括事業部長

（2）取締役及び監査役の報酬等
　①　取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
　　　【当社の役員報酬に関する基本的な考え方】
　　　　�　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容

についての決定に関する方針を定めております。
　　　　�　当社の役員報酬制度は、経営者として優秀な人財を選抜育成・登用し、その業務執行

取締役及び執行役員一人ひとりに対し、役員報酬と当社業績及び株主価値との連動性を
より明確にし、当社の企業理念実現に向けて、中長期的な企業価値向上を促すインセン
ティブを付与することを目的としております。制度構築・報酬水準・制度運用等につい
ては、独立社外取締役を委員長とする報酬検討委員会の検討・合議を経て、取締役会に
おいて決定することとしております。

　　　　�　役位別の報酬水準は、第三者機関の調査結果などを参考に、毎年水準の妥当性を検証
しております。
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　　　【報酬検討委員会における手続き】
　　　　�　報酬検討委員会は、役員（執行役員を含む）の報酬の決定に対する透明性と客観性を

高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としています。また、構成委員の過
半数を独立社外役員で構成し、年２回以上開催しています。委員は取締役会で選定し、
委員長は社外取締役が務めております。

　　　　�　また、報酬検討委員会における役員報酬の決定プロセスとして、事業年度ごとに業務
執行取締役及び執行役員が設定する年間目標に照らした業績評価と次年度の役員報酬案
の検討を行い取締役会に答申します。取締役会は、報酬検討委員会の答申を尊重して次
年度の役員報酬を決定します。当該プロセスにより、取締役会は、当事業年度に係る取
締役の個人別の報酬等の内容は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関す
る方針に沿うものであると判断しております。

　　　【取締役報酬の概要】
　　　　�　取締役（社外取締役を除く）の報酬は、金銭報酬（基本報酬及び評価報酬）並びに業

績連動型株式報酬で構成されております。構成割合（標準的な業績達成度を100％とし
た場合）は、基本報酬60％、評価報酬23％、業績連動型株式報酬17％です。一方、社
外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。なお、いずれの
取締役に対しても退職慰労金は支給しておりません。

　　　　（1）�　金銭報酬は、基本報酬と評価報酬で構成されております。基本報酬は、月例の固
定報酬とし、役位に応じて決定するものとします。評価報酬は、変動報酬（一定額
を毎月支給）とし、年度業績（連結売上高、連結事業利益、ＲＯＥ、ＲＯＩＣ）及
び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて、標準的な業績達成度を100％と
した場合、0～200%の範囲で変動します。� �
　評価項目は、①全社業績、②部門業績（事業本部・事業部）、③経営課題の３項
目とし、業績評価はそれぞれの項目ごとに独立しています。また、業績評価指標に
ついて、トップラインの持続的な成長を目的に連結売上高、本業の持続的な成長を
目的に連結事業利益、資本効率の向上を目的に、2013年３月期よりＲＯＥを全社
業績として採用しており、投下資本に対する効率性向上を目的に、2016年３月期
よりＲＯＩＣを事業部門業績として採用しています。

　　　　（2）�　当社は、2020年６月25日開催の第75回定時株主総会における決議（決議時点
の役員数22名）に基づき、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員を対象として、
2020年８月３日を制度開始日として、中長期の業績達成状況に応じて、当社株式
及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付及
び給付（以下「交付等」という。）を行う業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」
という。）を導入しました。� �

090_0661301102306.indd   36090_0661301102306.indd   36 2023/05/20   7:08:422023/05/20   7:08:42

36

010_0661301102306.indd   36010_0661301102306.indd   36 2023/05/20   7:16:302023/05/20   7:16:30web_0661319302306.indd   36web_0661319302306.indd   36 2023/05/23   14:16:442023/05/23   14:16:44



　中長期的な企業価値向上を促すインセンティブ付与を意図した業績連動型株式報
酬は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対し、当社の中期経営計画に掲
げる業績目標（連結売上高、連結事業利益、ＲＯＥ）の達成度等に応じたポイント
を付与し、在任中及び退任時に、付与されたポイント数に相当する数の当社株式を
交付するという制度です。なお、この株式は退任後１年が経過するまでは譲渡でき
ないものとしております。� �
　また、当社の業績連動型株式報酬には、マルス（権利付与後権利確定前の減額）
及びクローバック（権利確定後の返還）条項が含まれています。発動要件の１つが
発生した場合にこれらの条項を行使することができ、発動要件には職務の重大な違
反、社内規程の重大な違反など一定の非違行為を含みます。返還対象となる株式報
酬は、非違行為が発生した事業年度における報酬の全部又は一部です。� �
　本制度により、取締役及び執行役員には、毎年６月（2020年度の職務執行にか
かる対価については2021年６月）に、役位及び当社の中期経営計画に掲げる業績
指標の目標達成度に応じたポイントが付与され、当該ポイントは在任期間中累積さ
れます（以下「累積ポイント」という。）。なお、付与されるポイントの数は、標準
的な業績達成度を100％とした場合、0～130％の範囲で変動します。取締役及び
執行役員に対する当社株式等の交付等は、累積ポイントの70％に相当する部分に
ついては、当社の中期経営計画の最終事業年度末日直後の７月頃に行われ、30％
に相当する部分については、取締役及び執行役員の退任後又は死亡した時に行われ
ます。また、取締役又は執行役員が死亡した場合、死亡した時点における累積ポイ
ントに相当する当社株式を株式市場において売却の上、その換価処分金相当額の金
銭を、当該取締役又は執行役員の相続人に支給します。なお、１ポイントは当社株
式１株とし、１ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式について信
託期間中に株式分割・株式併合等を行った場合には、当社株式の分割比率・併合比
率等に応じて、１ポイントあたりの当社株式数及び１事業年度あたりに取締役及び
執行役員に付与するポイント数（株式数）の合計の上限を調整します。� �
　本制度にかかる株式報酬は、下記の方法に基づき算定されるものとし、１事業年
度あたりに取締役及び執行役員に付与する個別のポイント数（株式数）を確定しま
す。� �
（ポイント算定式）� �
 　付与ポイント数（※1）＝� �
 　（役位別基準株式報酬額（※2）÷ポイント算定株価（※3））×業績係数（※4）��
 　（※1）小数点以下を切り捨て� �
 　（※2）�役位別基準株式報酬額は、当社が役位毎に予め定めた株式報酬の基準と

なる報酬額とします。
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　　　　　　 　（※3）�ポイント算定株価は、本制度のために設定する役員報酬ＢＩＰ信託（以
下「本信託」という。）により取得される当社株式の平均取得単価（小
数点第１位を四捨五入）とします。なお、本制度を継続するために、本
信託の信託期間の延長が行われた場合には、信託期間の延長に伴い本信
託により新たに取得された当社株式の平均取得単価（小数点第１位を四
捨五入）とします。

　　　　　　 　（※4）�業績目標の達成度を測る各指標の目標値は、当社の中期経営計画におい
て公表する各事業年度の定量目標値とします。

　　　【監査役報酬の概要】
　　　　�　監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。なお、退職慰労

金及び業績連動型株式報酬は支給しておりません。

　②　取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数

区分 員数（名） 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円）

基本報酬 評価報酬 業績連動型
株式報酬

取締役 　　　　　9 290 198 77 15
（うち社外取締役） （4） 　　　（39） （39） （-） （－）

監査役 　　　　�6 89 89 - -
（うち社外監査役） （4） �����（39） （39） （-） （－）

合計 ���������15 379 287 77 15
（うち社外役員） （8） �（78） （78） （－） （－）

　（注）�１．�報酬等の総額には、2022年６月24日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び監査役１名に対
する報酬額を含んでおります。

　　　 ２．�取締役の報酬限度額（基本報酬及び評価報酬）は、月額42百万円（1996年６月27日開催の第51回定時株主総会決議）で
あり、当該決議時の取締役は、25名であります。

　　　　　 �また、2020年６月25日開催の第75回定時株主総会決議により、上記の取締役の報酬等の限度額とは別枠で、当社取締役
（社外取締役を除く）及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社が掲げる中
期経営計画の対象となる事業年度（当初の対象期間は2020年度から2023年度までの４事業年度）に対して、１事業年度
当たりの上限額を220百万円として信託金を拠出し、当社株式が信託を通じて取得され、中期経営計画に掲げる業績指標の
目標値に対する達成度及び役位等に応じて当該信託を通じて当社株式等の交付等を行う制度であり、当該決議時の取締役は
５名であります。

　　　　　 �上記表中の業績連動型株式報酬の総額は、当該制度に基づき当事業年度中に受ける見込みの額が明らかになった株式交付ポ
イントに係る費用計上額等を記載しております。

　　　 ３．�評価報酬は、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的として、当社の年度業績（連結売上高、
連結事業利益、ＲＯＥ、ＲＯＩＣ）及び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて変動する金銭報酬としております。
また、業績連動型株式報酬は、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的として、当社の中期経
営計画に掲げる業績目標（連結売上高、連結事業利益、ＲＯＥ）の達成度等に応じたポイントを付与し、在任中及び退任時
に、付与されたポイント数に相当する数の当社株式を交付する制度としております。2022年度における年度業績に係る実
績は、連結売上高は1,259,792百万円、連結事業利益は25,596百万円、ＲＯＥは3.4％となりました。なお、ＲＯＩＣは事
業部門業績における対外的に開示されていない指標であり、数値として開示いたしませんが、昨年実績と比較して、それぞ
れ悪化しました。

　　　 ４．�監査役の報酬等の限度額は、月額８百万円（1998年６月26日開催の第53回定時株主総会決議）であり、当該決議時の監査
役は５名であります。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、当社及び当社グループ会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま
す。当該保険契約では、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者
が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしてお
ります。当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。

（4）社外役員に関する事項
　①　当事業年度における主な活動状況

区
分 氏名

取締役会
出席回数

（出席回数／開催回数）

監査役会
出席回数

（出席回数／開催回数）
主な活動状況

取
締
役

河　野　康　子 18回／18回
（100%） ―

消費者問題に関する豊富な経験及び知見等を有し
ていることから、経営全般はもとより、企業理念
の実現に向けたマイルストーンとして策定したニ
ッポンハムグループ「Vision2030」の実現に向
けて取り組むべき社会課題として特定したニッポ
ンハムグループ「５つのマテリアリティ」の推進・
実行に関して、有益な提言を適宜行っております。
また、役員指名検討委員会の委員長、報酬検討委
員会、コンプライアンス委員会及びサステナビリ
ティ委員会の委員を務めました。

荒　瀬　秀　夫 18回／18回
（100%） ―

大手医療機器メーカーにおいて海外事業担当の取
締役を務め、変化に対応するグローバルな企業経
営における豊富な経験及び高い見識を有している
ことから、経営全般はもとより、企業理念の実現
に向けたマイルストーンとして策定したニッポ
ンハムグループ「Vision2030」の実現に向け、
バックキャスト視点で策定した「中期経営計画
2023」の経営方針である「海外事業における成
長モデルの構築」に関して、有益な提言を適宜行
っております。
また、報酬検討委員会の委員長、役員指名検討委員
会及びサステナビリティ委員会の委員を務めました。

山　崎　徳　司 13回／13回
（100%） ―

証券アナリスト経験者としての専門的見地と豊
富な経験等を有していることから、経営全般
はもとより、企業理念の実現に向けたマイルス
トーンとして策定したニッポンハムグループ
「Vision2030」の実現に向け、バックキャスト視
点で策定した「中期経営計画2023」の経営方針
である「収益性を伴ったサステナブルな事業モデ
ルへのシフト」に関して、有益な提言を適宜行っ
ております。
また、役員指名検討委員会、報酬検討委員会及び
サステナビリティ委員会の委員を務めました。
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監
査
役

芝　　　昭　彦 18回／18回
（100%）

18回／18回
（100%）

リスク・危機管理及びコンプライアンス対応に専
門性を有する弁護士としての専門的見地と豊富な
経験に基づき、公正で客観的な立場から、グルー
プ経営の適法性及び妥当性を確保するための発言
を適宜行っております。
また、役員指名検討委員会の委員を務めました。

北　口　正　幸 18回／18回
（100%）

18回／18回
（100%）

幅広い法的案件に対応する弁護士及び公認会計士
としての専門的見地と豊富な経験に基づき、公正
で客観的な立場から、グループ経営の適法性及び
妥当性を確保するための発言を適宜行っておりま
す。
また、コンプライアンス委員会のオブザーバーを
務めました。

西　山　　　茂 13回／13回
（100%）

13回／13回
（100%）

公認会計士及び大学院教授としての専門的見地と
豊富な経験に基づき、公正で客観的な立場から、
グループ経営の適法性及び妥当性を確保するため
の発言を適宜行っております。
また、サステナビリティ委員会のオブザーバーを
務めました。

　（注）�山崎徳司氏及び西山　茂氏の出席回数については、2022年６月24日の就任後に開催された取締役会及び監査役会を対象として
おります。

　②�　責任限定契約の内容の概要
　　�　当社は、社外役員として有用な人財を迎えることができるよう、現行定款において、社外

役員との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めて
おります。これに基づき、社外取締役である河野康子氏、荒瀬秀夫氏及び山崎徳司氏並びに
社外監査役である芝　昭彦氏、北口正幸氏及び西山　茂氏の各氏は、当社との間で、当該責
任限定契約を締結しております。

　　�　当該契約内容の概要は次のとおりであります。
　　（a�）社外取締役又は社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う

場合は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
　　（b�）上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は当該社外監査役に責任の原因と

なった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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１．基本的な考え方
　当社は、当社グループの社会的責任を果たすとともに、当社グループの企業理念を実現するた
めに、「ニッポンハムグループコーポレート・ガバナンス基本方針」をもとにした最適なガバナ
ンス体制を構築する。
　運営にあたっては、グループ全体の経営の透明性と効率性を高め、迅速かつ適正な意思決定と
業務執行の適正性を確保し、積極果敢な経営判断を可能にするとともに、その責任を明確にする
ことを基本とする。
２．体制図（2023年４月１日現在）

【ご参考】当社のコーポレート・ガバナンス体制

取締役会
社内取締役
社外取締役

役員指名検討委員会

報酬検討委員会

独立社外役員・会長・社長会議

独立社外役員会議

サステナビリティ委員会

代表取締役社長

内部統制・JSOX評価委員会

監査部

グループ監査役室

品質保証部

コンプライアンス部
（社内相談窓口）

コンプライアンス推進委員会
（従業員）

リスクマネジメント委員会

経営会議

コーポレート部門
事業部門・関係会社

経営戦略会議
執行役員会議

投融資会議
ガバナンス会議

監査役会
社内監査役
社外監査役
（相談窓口）

コンプライアンス委員会

会
計
監
査
人

株主総会

業務執行

経営監視

監査役監査

監
査

内
部
監
査・統
制
監
視

経営監督

（提言・勧告）

外部通報窓口
（民間）

外部通報窓口
（法律事務所）

内部統制システムの整備・運用・リスクマネジメント
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３．任意委員会
　当社は、より透明性の高い経営の実現に向けて取締役会の機能を補完するため、以下の６つ
の任意委員会を設置しております。

役員指名検討委員会
代表取締役候補者・取締役候補者・監査役候補者の決定及び代表取締役社長以下
経営陣（業務執行取締役及び執行役員）の解職及び解任審議に対する透明性と客
観性を高めるため、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としております。

独立社外役員・会長・社長会議
独立社外役員と会長、社長の忌憚のない意見交換を通して、
当社グループの企業価値向上及び風土改革提言の場となる
ことを目的としております。

コンプライアンス委員会
当社グループ全体のコンプライアンスについて総合的に検討
し、取締役会及び経営会議に対し提言を行うことを目的として
おります。

報酬検討委員会
役員（執行役員を含む）の報酬の決定に対する透明性と客観性
を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としてお
ります。

サステナビリティ委員会
当社グループにおけるサステナビリティの取組みについて総合的
に検討し、取締役会に対し報告又は提言を行うことを目的として
おります。

独立社外役員会議
独立社外役員が、独立した客観的な立場に基づく情報交換と
認識の共有を図る場となることを目的としております。

任意委員会の構成（2023年４月１日現在）

地　　位 氏　　名 コンプライアンス
委 員 会

サステナビリティ 
委 員 会

役 員 指 名
検 討 委 員 会

報 酬 検 討
委 員 会

独 立 社 外
役 員・会 長・
社 長 会 議

独 立 社 外
役 員 会 議

取 締 役 会 長 木藤　哲大 ◎ ◎ ○
代表取締役社長 井川　伸久 ○ ○ ○ ○
取 締 役 前田　文男 ○ ○
取 締 役 片岡　雅史 ○
取 締 役 畑　　佳秀
取 締 役（ 社 外 ） 河野　康子� ＊ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎
取 締 役（ 社 外 ） 荒瀬　秀夫� ＊ ○ ○ ◎ ○ ○
取 締 役（ 社 外 ） 山崎　徳司� ＊ ○ ○ ○ ○ ○
監 査 役（ 社 外 ） 芝　　昭彦� ＊ ○ ○ ○
監 査 役（ 社 外 ） 北口　正幸� ＊ オブザーバー ○ ○
監 査 役（ 社 外 ） 西山　　茂� ＊ オブザーバー ○ ○

◎委員長・議長　○委員　＊独立役員
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称
　　有限責任監査法人トーマツ

（2）会計監査人の報酬等の額
① 報酬等の額 204百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 347百万円

　（注）１�．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分し
ておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　 ２�．当社の重要な子会社のうち、NH�Foods�Australia�Pty．Ltd．は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
　　　 ３�．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もり

の算出根拠の相当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

（3）非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であるコンサルティング
業務等の対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合に
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合
的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であ
ると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
定いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nipponham.co.jp/ir/events/
generalmeeting/）に掲載しております。

（2）会社の支配に関する基本方針
　インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nipponham.co.jp/ir/events/
generalmeeting/）に掲載しております。

(3)　剰余金の配当等に関する事項
　①　剰余金の配当等の決定に関する方針
　　�　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識しています。
　　�　当社の剰余金の配当等の決定に関する方針につきましては、安定配当を基本とし、中長期的な

企業価値向上を目的とした最適資本・負債構成の実現に向けた資本政策の一環として位置付けて
います。

　　�　この基本方針の下、剰余金の配当については、DOE（親会社所有者帰属持分配当率）2.3％程
度を目安に、安定的かつ継続的な配当成長を目指してまいります。

　　�　また、自己株式の取得につきましては、成長への投資や財務体質を勘案しつつ、１株当たりの
株主価値とROEの向上を目的として機動的に実施してまいります。内部留保資金につきましては、
将来にわたっての競争力を維持強化するための投資の源泉の一つとして、有効に活用してまいり
ます。

　②　剰余金の配当の状況
　　�　当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、連結財務状況や通期の連結業績等を総合的

に勘案したうえで、１株当たり110円とさせていただきました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　（注）�　本事業報告中に記載の金額は表示単位未満を、比率その他の数字は表示の数値未満を四捨五入して表示しております。
　　　ただし、株式数については表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（単位　百万円）
科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

（資　産　の　部） （負債及び資本の部）
流 動 資 産
現 金 及 び 現 金 同 等 物 64,986
営業債権及びその他の債権 146,660
棚 卸 資 産 141,930
生 物 資 産 27,984
そ の 他 の 金 融 資 産 9,098
そ の 他 の 流 動 資 産 25,171
売 却 目 的 保 有 資 産 12,189
流 動 資 産 合 計 428,018
非 流 動 資 産
有 形 固 定 資 産 364,381
使 用 権 資 産 40,898
生 物 資 産 1,517
無 形 資 産 及 び の れ ん 20,193
持 分 法 で 会 計 処 理
さ れ て い る 投 資 9,087
そ の 他 の 金 融 資 産 27,587
繰 延 税 金 資 産 31,082
そ の 他 の 非 流 動 資 産 14,392
非 流 動 資 産 合 計 509,137

流 動 負 債
有 利 子 負 債 102,199
営 業 債 務 及 び そ の 他 の 債 務 106,027
未 払 法 人 所 得 税 1,795
そ の 他 の 金 融 負 債 15,806
そ の 他 の 流 動 負 債 41,350
売却目的保有資産に直接関連する負債 11,359
流 動 負 債 合 計 278,536
非 流 動 負 債
有 利 子 負 債 139,856
退 職 給 付 に 係 る 負 債 12,394
そ の 他 の 金 融 負 債 1,108
繰 延 税 金 負 債 889
そ の 他 の 非 流 動 負 債 1,591
非 流 動 負 債 合 計 155,838
負 債 合 計 434,374

資 本
資 本 金 36,294
資 本 剰 余 金 71,095
利 益 剰 余 金 369,389
自 己 株 式 △2,057
その他の包括利益累計額 17,193
売却目的保有に分類される処分グループ�
に 係 る そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 999
親会社の所有者に帰属する持分 492,913
非 支 配 持 分 9,868
資 本 合 計 502,781

資 産 合 計 937,155 負 債 及 び 資 本 合 計 937,155
　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結財政状態計算書（2023年３月31日現在）
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

（単位　百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 1,259,792
売 上 原 価 1,082,760
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 166,080
そ の 他 の 収 益 19,098
そ の 他 の 費 用 12,191
金 融 収 益 3,360
金 融 費 用 1,830
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 2,773
税 引 前 当 期 利 益 22,162
法 人 所 得 税 費 用 4,770
継 続 事 業 か ら の 当 期 利 益 17,392
非 継 続 事 業 か ら の 当 期 損 失 1,416
当 期 利 益 15,976

当 期 利 益 の 帰 属
親 会 社 の 所 有 者

継 続 事 業 18,053
非 継 続 事 業 △1,416
合 計 16,637

非 支 配 持 分
継 続 事 業 △661
非 継 続 事 業 ―
合 計 △661

当 期 利 益 15,976
　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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（単位　百万円）
科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流 動 資 産 320,101
現 金 及 び 預 金 9,831
売 掛 金 95,997
商 品 及 び 製 品 40,862
仕 掛 品 142
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 13,531
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 137,614
未 収 入 金 16,410
未 収 還 付 法 人 税 等 3,673
そ の 他 2,043
貸 倒 引 当 金 △2
固 定 資 産 273,605
有 形 固 定 資 産 28,361
建 物 7,554
構 築 物 1,077
機 械 及 び 装 置 3,859
車 輌 運 搬 具 14
工 具 器 具 及 び 備 品 1,013
土 地 14,770
リ ー ス 資 産 38
建 設 仮 勘 定 36
無 形 固 定 資 産 16,180
ソ フ ト ウ エ ア 6,438
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 9,612
そ の 他 130
投資その他の資産 229,064
投 資 有 価 証 券 18,933
関 係 会 社 株 式 56,322
長 期 貸 付 金 146,039
長 期 前 払 費 用 108
前 払 年 金 費 用 6,409
繰 延 税 金 資 産 3,211
そ の 他 3,950
貸 倒 引 当 金 △5,908

流 動 負 債 250,672
支 払 手 形 474
買 掛 金 117,634
短 期 借 入 金 34,244
１年内償還予定の社債 10,000
１年内返済予定の長期借入金 3,152
リ ー ス 債 務 14
未 払 金 2,152
未 払 費 用 8,492
未 払 法 人 税 等 103
預 り 金 547
関 係 会 社 預 り 金 72,759
投 資 損 失 引 当 金 892
そ の 他 209
固 定 負 債 111,388
社 債 65,000
長 期 借 入 金 45,768
リ ー ス 債 務 27
長 期 未 払 金 3
そ の 他 590
負 債 合 計 362,060

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 225,962
資 本 金 36,294
資 本 剰 余 金 55,212
資 本 準 備 金 55,212
利 益 剰 余 金 136,513
利 益 準 備 金 6,041
そ の 他 利 益 剰 余 金 130,472
固定資産圧縮積立金 726
オープンイノベーション促進積立金 25
別 途 積 立 金 95,000
繰 越 利 益 剰 余 金 34,721

自 己 株 式 △2,057
評価・換算差額等 5,684
その他有価証券評価差額金 5,684
純 資 産 合 計 231,646

資 産 合 計 593,706 負 債 及 び 純 資 産 合 計 593,706
　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

貸借対照表（2023年３月31日現在）
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（単位　百万円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

売 上 高 　 810,307
売 上 原 価 767,300

売 上 総 利 益 43,007
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 53,115

営 業 損 失 10,108
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18,844
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 432
そ の 他 1,023 20,299

営 業 外 費 用
支 払 利 息 941
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 492
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 892
そ の 他 894 3,219
経 常 利 益 6,972

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 451
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,089
関 係 会 社 株 式 売 却 益 2,095 3,635

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 68
固 定 資 産 廃 棄 損 294
減 損 損 失 514
投 資 有 価 証 券 売 却 損 28
関 係 会 社 株 式 評 価 損 4,105 5,009
税 引 前 当 期 純 利 益 5,598
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △4,286
法 人 税 等 調 整 額 △2,347 △6,633
当 期 純 利 益 12,231

　（注）　記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月８日

日本ハム株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池田賢重
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松本俊輔
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川合直樹

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本ハム株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基
準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する
ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。　

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で
求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示
項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

　・�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

　・�　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会
計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項
を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　・�　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ
ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上　
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2023年５月８日

日本ハム株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池田賢重
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松本俊輔
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川合直樹

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本ハム株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日ま
での第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書
類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

　・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

　・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第78期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　（1）��監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　（2）��各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査部その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しまし
た。

　　①�　取締役会その他重要な会議及び各種委員会に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。なお、上記については、
適宜インターネット等を経由した手段も活用しながら実施しました。

　　②�　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　　③�　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会その他における審議の
状況等を踏まえ、その内容について検討いたしました。

　　④�　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（令和３年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　�　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　（1）�事業報告等の監査結果
　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
　　④　事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」の内容については指摘すべき事項は認められません。
　（2）�計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（3）�連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　　　2023年５月９日

日本ハム株式会社　監査役会
常勤監査役 宮　階　定　憲 ㊞
常勤監査役 田　澤　信　之 ㊞
監　査　役 芝　　　昭　彦 ㊞
監　査　役 北　口　正　幸 ㊞
監　査　役 西　山　　　茂 ㊞

　（注）�　監査役�芝�昭彦、監査役�北口�正幸及び監査役�西山�茂は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監
査役であります。

以　上　
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第78回�定時株主総会
会場のご案内

ブリーゼタワー  7階  サンケイホールブリーゼ
大阪市北区梅田二丁目４番９号

会場

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント�
を採用しています。

※   本総会専用の駐車場の
用意はございませんの
で、ご了承ください。

株主総会に関するお問合せ先
日本ハム株式会社 総務部
☎ 06-7525-3025
9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

交通のご案内 

〇JR「大阪」駅下車（桜橋口）より徒歩5分

〇阪神「大阪梅田」駅下車（西口）より徒歩５分

〇地下鉄四つ橋線「西梅田」駅下車�徒歩4分
または（10号出口）より徒歩３分

〇JR東西線「北新地」駅下車
（10号出口）より徒歩3分

JR「大阪」駅・阪神「大阪梅田」駅・
地下鉄四つ橋線「西梅田」駅より地下
通路（ガーデンアベニュー・西梅田地
下歩行者通路）で直結しております。

JR東西線「北新地」駅からは10号出
口をご利用いただき、地上からご入館
いただくと便利です。

本定時株主総会において、お土産のご用意はございません。何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

JR大阪駅

桜橋交差点

地
下
鉄
四
つ
橋
線

四
つ
橋
筋

JR東西線 北新地駅

阪神 大阪梅田駅

阪神梅田本店ヒルトンプラザ
イースト   

ヒルトン
大阪

ハービスエント 

至神戸

大阪駅前
第一ビル

ハービス
OSAKA

大丸梅田店 

ヨドバシ梅田

ヒルトン
プラザ

ウェスト

梅
田
駅

西
梅
田
駅

株主総会会場
サンケイホール

ブリーゼ

LUCUALUCUA1100

JR
桜橋口

10号
出口

6-47出口ブリーゼブリーゼ
よりお入りください。

ガーデンアベニュー
（西梅田地下歩行者通路）

最寄駅からのアクセス方法
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